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平成３０年第１回大分県議会定例会

予算特別委員会会議記録（第３号）

――――――――――――――――――――

１ 委員会を開催した年月日、時刻及び場所

平成３０年３月１６日

午前１０時 １分から

午後 ３時３６分まで

本会議場において

――――――――――――――――――――

２ 出席した委員の氏名

委 員 長 衞藤 明和

副 委 員 長 毛利 正徳

志村 学 木田 昇

麻生 栄作 羽野 武男

衛藤 博昭 二ノ宮健治

森 誠一 守永 信幸

大友 栄二 藤田 正道

吉冨英三郎 原田 孝司

井上 明夫 小嶋 秀行

鴛海 豊 馬場 林

木付 親次 尾島 保彦

古手川正治 玉田 輝義

土居 昌弘 平岩 純子

嶋 幸一 久原 和弘

油布 勝秀 戸高 賢史

濱田 洋 吉岡美智子

元吉 俊博 河野 成司

末宗 秀雄 荒金 信生

御手洗吉生 堤 栄三

阿部 英仁 桑原 宏史

後藤慎太郎 三浦 正臣

――――――――――――――――――――

３ 欠席した委員の氏名

近藤 和義

――――――――――――――――――――

４ 出席した委員外議員の氏名

なし

――――――――――――――――――――

５ 出席した県側関係者

財政課長 佐藤 章

……………………………………………………

企画振興部長 廣瀬 祐宏

企画振興部審議監 佐藤 文博

観光・地域局長 岡本天津男

国際政策課長 徳野 満

芸術文化スポーツ振興課長 高屋 博

交通政策課長 土田 宏道

政策企画課長 磯田 健

広報広聴課長 森 優子

統計調査課長 清末 明

観光・地域振興課長 安部万寿夫

まち・ひと・しごと創生推進室長 宇都宮隆一

ﾗｸ゙ ﾋ゙ ﾜーー ﾙﾄ゙ ｶｯﾌ゚２０１９推進室長 中村 剛士

地域活力応援室長 岩崎 栄

政策企画課総務企画監 河野 圭史

……………………………………………………

国際文化祭・障害者芸術文化祭局長 土谷 晴美

企画・広報課長 高橋 強

事業推進課長 秋月 久美

企画・広報課
曽根田英雄

企画・広報班課長補佐

事業推進課県事業班主幹 高木 広之

事業推進課
堀 潔己

市町村事業班課長補佐

事業推進課
田尻 昭典

障害者芸術文化班主幹

……………………………………………………

福祉保健部長 長谷尾雅通

福祉保健部理事兼審議監 飯田 聡一

福祉保健部参事監兼
藤内 修二

健康づくり支援課長

福祉保健企画課長 前田 耕作

福祉保健部参事監兼
廣瀬 高博

医療政策課長

高齢者福祉課長 清末敬一朗

こども未来課長 二日市聖子

こども・家庭支援課長 大戸 英輔

障害福祉課長 髙橋 基典

地域福祉推進室長 壁村 梨恵

予算特別委員会会議記録 第３号



- 2 -

監査指導室長 笹原 良宣

薬務室長 芦刈光日出

国保医療課長 藤丸 邦彦

福祉保健企画課総務企画監 首藤 重敏

医療政策課地域医療政策監 一丸 淳司

障害福祉課社会参加推進監 工藤 哲史

障害福祉課参事 佐藤 美穂

――――――――――――――――――――

６ 付託事件

第１号議案から第１５号議案まで

――――――――――――――――――――

７ 会議に付した事件の件名

① 企画振興部関係予算

② 国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係予

算

③ 福祉保健部関係予算

――――――――――――――――――――

８ 議事の経過

―――――→…←―――――

毛利副委員長 おはようございます。

ただいまから本日の委員会を開きます。

それでは、この際、付託された予算議案を一

括議題とし、これより企画振興部関係予算の審

査に入ります。

お手元に、先日、委員の皆様に資料提供をし

ておりますが、審査の参考として、「安心・活

力・発展プラン２０１５」目標指標の見直しに

ついてお配りをしております。

目標指標の見直しがある部局については、２

３日及び２６日に開催される本委員会分科会の

中で説明がありますので、申し添えます。

執行部に申し上げます。説明は、主要な事業

及び新規事業に限り、簡潔かつ明瞭にお願いい

たします。

―――――→…←―――――

企画振興部関係予算

毛利副委員長 それでは、企画振興部関係予算

について説明を求めます。

廣瀬企画振興部長 企画振興部の当初予算案に

つきまして、お手元の平成３０年度企画振興部

予算概要によりまして御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。予算のポ

イントにつきまして、１０の政策を柱として取

り組むこととしております。

まず、安心の分野です。

１、地域社会の再構築では、住みなれた地域

に住み続けたいという住民の希望をかなえるた

め、集落機能を広域で補い合うネットワーク・

コミュニティーの構築を進めます。

２、移住・定住の促進では、平成３２年の人

口の社会増減均衡に向け、本県への移住者年間

１千人を目標に、年齢、性別、エリア別に対応

した取組を強化いたします。

次に、活力の分野です。

３、人を呼び込み地域が輝くツーリズムの推

進では、災害からの観光客回復を着実に進める

とともに、本年５月に開催する世界温泉地サミ

ットやラグビーワールドカップ２０１９、２０

２０年東京オリンピック・パラリンピックを契

機として、アジアに加え、欧米や大洋州からの

観光誘客を図るための取組を強化いたします。

４、海外戦略の推進では、成長著しいＡＳＥ

ＡＮとの交流促進や、県内大学と連携して国内

外にある留学生ＯＢネットワークの活用を図り

ます。

５、大分県ブランド力の向上では、「おんせ

ん県おおいた」のさらなるブランド力の向上を

図るとともに、海外向け広報を一層強化いたし

ます。

右上に移りまして、６、活力みなぎる地域づ

くりの推進では、地域資源を活用した仕事の場

づくりや、海外からの観光客を呼び込み、新た

な活力を生み出す地域の取組を支援いたします。

次に、発展の分野です。

７、生涯にわたる力と意欲を高める教育県大

分の創造では、県内大学等と連携して、産業の

振興や地域活性化などの行政課題に対応するた

め、大学等が持つ研究開発機能や学生の活力な

どを活用いたします。

また、県立芸術文化短期大学の魅力ある大学

づくりに向けたキャンパス整備に引き続き力を

入れます。

８、芸術文化による創造県おおいたの推進で

は、国民文化祭の成功につながる各種企画を展
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開するとともに、２０回目の節目を迎える別府

アルゲリッチ音楽祭を成功させます。

９、スポーツの振興では、ラグビーワールド

カップ２０１９の開催準備を具体的に加速する

とともに、２０２０年東京オリンピック・パラ

リンピックなど国際スポーツ大会の事前キャン

プ誘致や、スポーツ親しむ環境づくりを進める

ことで、地域の活性化を図ります。

最後に、１０、まち・ひと・しごとを支える

交通ネットワークの充実等では、九州の東の玄

関口として、フェリー、航空などの県内各地と

県外とを結ぶ交通機関の結節機能を強化して、

広域交通ネットワークの充実を図ります。

次に、２ページにつきましては、今御説明申

し上げました各政策ごとに、県政推進指針に基

づく事業体系を記載しておりますので、ごらん

いただければと思います。

続きまして、３ページをごらんください。３

ページ、企画振興部の予算ですけども、（１）

一般会計の一番左側、企画振興部①の計の欄に

記載していますように、当部の３０年度当初予

算額の総額は、８９億２，８８８万８千円でご

ざいます。

その行の一番右端、前年度対比の欄がござい

ますけども、２９年度当初予算額と比べまして

２０億５，１０１万５千円の増、率にして２９．

８％の増となっております。これは、県立芸術

文化短期大学の施設設備や大分空港国際線ター

ミナルビルの改修支援などによる増額でござい

ます。

それでは、今回の予算に係ります主な事業に

つきまして、個別に説明を申し上げます。

１１ページをお開きください。１１ページの

事業名欄の一番上に、ふるさと大分ＵＩＪター

ン推進事業費１億２，５０８万９千円がござい

ます。

この事業は、平成３２年の人口の社会増減均

衡を目指し、市町村と一体となった移住・定住

支援を実施するものであります。

東京の移住コンシェルジュ、東京、大阪、福

岡及び県庁内に移住サポーターを配置するとと

もに、毎月、各都市圏で移住相談会等を開催し、

移住希望者の掘り起こしに努めております。こ

うした取組によりまして、移住者数は昨年１年

間で１，００３人になっています。

来年度は、本県への移住を一層促進するため、

エリアごとにターゲットを定めて、それぞれの

特徴に応じた取組を強化いたします。

具体的には、女性の転出超過が多い福岡では、

新たに女性向けセミナーとして、移住女子サミ

ットｉｎ福岡を開催いたします。シニア層の移

住が多い関西では、アクティブシニア向けの移

住体験ツアーやセミナーを充実いたします。子

育て世代の移住者が多い東京では、その世代が

最も不安に感じる移住とお金をテーマにして、

ファイナンシャルプランナーによる個別相談を

行うこととしております。

続きまして、１５ページをお開きください。

１５ページの事業名欄の上から２番目になりま

す。公立大学法人県立芸術文化短期大学整備事

業費２４億４６１万８千円でございます。

この事業は、平成２７年５月に策定しました

キャンパス整備基本構想に基づき、大学施設の

老朽化や狭隘化に対応するとともに、教育機能

を充実させた魅力あるキャンパスを整備するも

のであります。

整備の進捗状況ですけども、今年度は芸術デ

ザイン棟を完成させるとともに、残る主要施設

であります音楽ホール棟や図書館棟、シンボル

ロードの工事にも着手したところであります。

来年度は、引き続きこれらの主要施設の工事

を行いまして、平成３１年２月末ごろまでには

完成させる予定であります。

続きまして、２６ページをお開きください。

事業名欄の一番上、国際芸術文化振興事業費５，

７８４万２千円でございます。

この事業は、別府アルゲリッチ音楽祭や大分

アジア彫刻展など、国際的な文化振興施策を展

開するものであります。

第２０回記念となる別府アルゲリッチ音楽祭

においては、昨年度に引き続いて、世界中から

注目するアルゲリッチと小澤征爾との共演があ

ります。県としましては、国庫補助金も受け入

れて支援を充実してまいります。また、しいき
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アルゲリッチハウスに子どもたちを招待し、上

質なクラッシックコンサートを定期的に開催し

たいと考えております。

加えて、本年１２月に予定されている別府ア

ルゲリッチ音楽祭のローマ公演では、ローマに

訪問団を派遣して大分の夕べを開催することで、

ラグビーワールドカップを来年に控えて、欧州

へ向けて本県の魅力を積極的に発信いたします。

また、第１４回大分アジア彫刻展では、国民

文化祭と同時期の開催としまして、東京藝大教

授の野外制作や、東京の朝倉彫塑館との連携企

画など、内容を充実し、開催いたします。

続いて、２９ページをお開きください。事業

名欄の一番上、ラグビーワールドカップ開催準

備事業３億９，３８５万６千円でございます。

この事業は、ラグビーワールドカップ２０１

９大分開催の成功に向けまして、開催準備を加

速するほか、ラグビーワールドカップリミテッ

ドによる大銀ドームの現地視察等による指摘を

踏まえまして、決勝トーナメントの会場として

ふさわしい必要な整備を行うものであります。

具体的には、県推進委員会において、広報・

イベント、観光・おもてなし、交通・輸送対策、

危機管理・救急医療の四つの分野で取組を進め

ています。

広報・イベントの分野では、機運醸成のため

の広報活動やシティードレッシング、海外ＰＲ、

１年前イベント等を行います。

観光・おもてなしの分野では、大会を支える

ボランティアの募集、育成等を行います。

交通・輸送対策の分野では、本番な円滑な交

通輸送のための計画を策定するほか、本年６月

に開催されますラグビーの日本代表戦において

観客輸送のテストを行います。

危機管理・救急医療の分野では、本番を想定

した図上での防災訓練を行います。

また、会場整備につきましては、大銀ドーム

の仮設席や仮設トイレなどの設計を行います。

なお、決勝トーナメント等に備えた芝の強化

や照明の増設等は、土木建築部の予算で計上さ

せていただいております。

続きまして、４７ページをお開きください。

４７ページ、事業名欄の上から２番目、地域活

力づくり総合補助金５億円でございます。

この事業は、元気で活力あふれる大分県づく

りを推進するため、地域のさまざまな主体が取

り組む事業活動をきめ細かく柔軟に支援し、地

域活動の維持、発展を図るものであります。

来年度からは、新たにラグビーワールドカッ

プ２０１９や東京オリンピック・パラリンピッ

ク等を契機として、国の内外からの交流人口の

拡大を図るために、世界農業遺産やユネスコエ

コパーク、国宝や日本遺産などのブランド力を

生かした地域づくりの取組を支援する、国際ブ

ランド地域創出枠を設けます。

具体的には、３０、３１年度の２か年で補助

率をかさ上げして集中投資を行うことで、市町

村等の取組を加速します。

続きまして、その下にネットワーク・コミュ

ニティー推進事業費１億５３０万４千円がござ

います。

来年度から、新たに地域コミュニティー組織

による県全体の協議会を設立し、円滑な活動や

人材育成等に向けた情報交換や研修などを行う

ことで、地域コミュニティー組織の持続的運営

に向けた支援を強化いたします。

続いて、５０ページをごらんください。六郷

満山開山１３００年記念観光推進事業費２，５

２９万８千円でございます。

この事業は、六郷満山開山１３００年祭に合

わせて、市町村等と連携し、情報発信や誘客対

策に取組、観光客の増加を図るものでございま

す。

本番となる来年度は、特に増加が見込まれる

インバウンド対策の強化として、英語版ホーム

ページの作成による情報発信や、インバウンド

向け旅行商品の造成支援などに取り組みます。

続きまして、５９ページをお開きください。

ラグビーワールドカップ観光振興事業費９，２

４９万５千円でございます。

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催を

契機として、欧米・大洋州などからの観光誘客

については、県議会の訪問団がオーストラリア、

フィジー、ニュージーランドの３か国を視察さ
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れ、一般質問でも御指摘をいただいたところで

あります。県でもイギリスやオーストラリア等

の公式旅行代理店を職員が訪問いたしまして、

しっかりと状況把握を行ってきました。この事

業は、こうした御指摘や調査を踏まえて、情報

発信や誘客、受け入れ態勢の整備を行うもので

あります。

具体的には、情報発信では、本県で試合を行

う国を中心に、現地でのプロモーションや公式

旅行代理店へのセールスを行います。また、海

外富裕層向けに、ミシュラン等の世界的に著名

なガイドブックやメディア、ＳＮＳ等を活用し

た情報発信を行います。

誘客では、魅力あるモデルコースを旅行会社

に提案し、商品造成を促進するため、公式旅行

代理店の招請やモニターツアー、高級小型船の

誘致等を行います。

受け入れ態勢整備では、特に欧米・大洋州か

らの観光客に対して英語表示の充実をはじめ、

宿泊・観光施設、交通事業者等を対象としたお

もてなし講座の開催や、新たな食事メニューの

開発、グリーンツーリズムのネットの予約化等

を行います。

続きまして、その下に世界温泉地サミット開

催事業費４，７９９万７千円がございます。

この事業は、ラグビーワールドカップ２０１

９や東京オリンピック・パラリンピック開催前

のこの機会を捉えまして、日本の温泉地の魅力

を世界に発信するとともに、世界の温泉地のさ

らなる発展を図るものであります。本年の５月

２５日から２７日の３日間に開催しまして、現

在１６か国１７地域から参加表明をいただいて

おります。

まず、初日の２５日に歓迎レセプションを行

い、翌２６日には、全体会議として国際的な有

識者や海外の温泉地トップによる基調講演や事

例発表を行った後に、観光分野、医療・健康・

美容分野、エネルギー分野の三つの分科会で議

論を深め、最後に全体会議を開催して総括し、

サミット宣言を発表する予定であります。

最終日の２７日には、エクスカーションとし

て観光、エネルギーなど四つのコースを用意し、

参加者に日本一のおんせん県おおいたの魅力を

体感してもらうこととしております。

なお、環境省主催の全国温泉地サミットが同

時開催されます。

続いて、６５ページをお開きください。事業

名欄の一番上、九州の東の玄関口としての拠点

化推進事業費９，９８３万４千円でございます。

この事業は、平成２９年３月に策定しました

九州の東の玄関口としての拠点化戦略の実行に

向け、拠点施設の利便性向上や公共交通ネット

ワークの充実に取り組むものであります。

具体的には、フェリー航路や国内航空路線の

利用促進のためのＰＲ活動を引き続き行います。

加えて、来年度は、別府港のフェリーターミ

ナルの再編に向けまして、ＰＦＩの活用に必要

な基本設計や港湾整備のための再編計画を策定

する予定であります。

また、大分空港アクセスのエアライナーにつ

きまして、Ｗｉ－Ｆｉの導入支援を行います。

続きまして、同じページの事業名欄の一番下

に大分空港国際線ターミナルビル改修支援事業

費１億８，３８９万６千円がございます。

この事業は、大分空港国際線の便数及び利用

者数の増加に対応するために、手狭になった国

際線ターミナルビルの拡張に係る経費を支援す

るものであります。

具体的には、チェックインロビーの拡張やチ

ェックインカウンターの増設などによりまして、

２便同時に離発着を可能とする改修を行います。

最後に、６６ページをお開きください。事業

名欄、一番上の空港アクセス調査事業費１，０

１２万３千円でございます。

この事業は、大分空港のアクセス改善に向け

て、海上アクセスの実現可能性について調査す

るものであります。

調査内容として、船舶の選定、速度と運航時

間、運航に必要な初期投資とランニング費用、

需要見込みと、それに基づく収支の試算のほか、

競合する交通機関への影響等を調べることとし

ております。

以上が企画振興部の平成３０年度当初予算案

に係る主な事業でございます。よろしく御審議
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のほど、お願い申し上げます。

毛利副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が８名おります。時間も限られ

ておりますので、円滑な進行に御協力願います。

それでは、順次指名してまいります。

桑原委員 予算概要６６ページ、地域交通活性

化事業に関してお伺いします。

ＪＲ九州があすからダイヤを改正し、１日あ

たり１１７本、県内だけでも３８本、運行本数

を削減します。減便は鉄道の利便性を低め、さ

らなる鉄道離れをもたらし、それがＪＲ九州の

運営を悪化させ、一層減便を余儀なくされると

いった悪循環が生じる可能性があります。

各自治体は減便を見直すように求めています

が、ＪＲ九州は株式会社ですから、株主の利益

を無視して赤字路線を維持し続けることは困難

であります。

事前にいただいた地域交通活性化再生法の改

正の資料を見ると、上下分離で鉄道事業を再構

築するという計画も見受けられますが、本事業

の目的にある地域にとって望ましい公共交通網

を実現するために、交通政策課として、今後の

地域交通をどうしていくつもりなのか、見解を

伺わせていただきます。

土田交通政策課長 お答えいたします。

議員おっしゃいますように、現在、公共交通

事業を取り巻く環境は大変厳しさを増している

というふうに考えております。県では、特にバ

ス事業について環境が厳しいというふうに認識

をしておりまして、例えば、これまで市域をま

たぐ幹線的なバス路線でありますとか、市町の

中を走るコミュニティーバス等に対して補助を

行ってきたところですけれども、補助要件を満

たさずに我々からの補助ができなくなってしま

うというような路線も生じてございます。

こうした状況を踏まえまして、県といたしま

しては、その補助だけではなくて、県が主体と

なって、おっしゃっていただいたＪＲ、あるい

はバス事業者、フェリーというような交通事業

者を一堂に集めまして、合意形成をしながら、

地域において持続可能な公共交通ネットワーク

のあり方を議論をして計画を策定するというこ

とが重要だと思って、今取組を進めているとこ

ろであります。

このため、２７年度から県全体の協議会を設

置をして、県内を六つの圏域に分けて、そうし

たまずマスタープランを策定し、それに基づく

アクションプランを策定しているところでござ

います。

桑原委員 この事業が赤字路線バスへの国から

の助成、補助をするために各計画の策定が必要

だということは認識しているんですけども、こ

の事業の目的の文字面を見ると、さきほど申し

上げましたけども、地域にとっても望ましい公

共交通網を実現するために、これ、本来なら地

域の方とか有識者とか、そういう方を交えて、

本当にその地域にとって必要な交通体制、望ま

しい交通体系は何なのかというのを、この事業

とは別にやっていかなきゃいけないと思ってお

ります。

私はかねがね、この特定時刻に特定ターミナ

ルから、特定ルートでしか運行しない従来型の

公共交通は時代おくれで、いつでもどこでも、

どのルートでも運行できるユビキタスな交通サ

ービスが、これからの交通のあり方だと主張し

てきましたが、世の中の流れは実際そういうふ

うになっております。

私は、ユビキタスな交通サービスの第一歩と

してライドシェアを提案しました。執行部が慎

重な姿勢で様子見をしているうちに、時代はさ

らに進んで、完全自動運転車による無人タクシ

ーのサービスが開始されようとしています。私

は、これこそが地域における交通弱者を救う究

極の公共交通であると考えております。

アメリカ・カリフォルニア州は、先月、完全

自動運転車の走行を解禁する新たな規則を承認

し、４月２日から走行を許可する予定です。こ

れは人間が遠隔で操作できるという、まだ条件

つきではありますが、いよいよ完全自動運転の



- 7 -

予算特別委員会会議記録 第３号

無人タクシーが実用化される時代が到来しまし

た。日本では国家戦略特区の指定を受けていた

愛知県が、昨年末から自動運転の実験を、これ

も人間が遠隔で監視しながらなんですけれども、

公道で行い、実用化を目指しております。

こういう状況を考えると、大分県で無人タク

シーのサービスが始まるのも時間の問題という

ことを考えるなら、そのバスの路線の維持、鉄

道の上下分離とかいう、そういうことも考える

のもいいかもしれませんが、そういった従来型

交通サービスの延命のための支援を行うよりも、

本当にその地域が将来的に求める時代にふさわ

しい交通サービスの普及に向けた準備を始める

べきではないかと思います。準備をしておけば、

いざ解禁となったときに、この交通弱者が多い

大分県にとって、その解決のスタートダッシュ

が図れると考えております。ですので、この事

業はさておき、本当にその地域にとって、将来

的にどういうのが望ましいのか、時代の流れを

見ながら、そういうことを考察を始めていただ

けませんか。

土田交通政策課長 御指摘ありがとうございま

す。

まず、さきほど申し上げた計画の策定に当た

っては、交通事業者だけではなく、おっしゃっ

た、その有識者の方であるとか、あるいは自治

会の代表の方という形で、住民の方も委員に入

れまして、十分に御意見を頂戴してるところで

ございます。

その際には、運行の方法、要は交通手段が路

線バスでいいのか、それとも、もう人数が少な

くなっているのでコミュニティーバス化すべき

なのか、あるいは、その中でもデマンドにする

のかといった形で、需要に応じた運行体系の見

直しも行っているところであります。

ですから、御指摘いただいた新しい運送サー

ビスについても、その普及状況であるとかを確

認しながら、議論の中に組み入れていきたいと

思っておりますので、議員から頂戴いたしまし

た新しい動きについても、これから勉強を始め

ていきたいというふうに思います。

毛利副委員長 よろしいですか。

桑原委員 はい。

堤委員 まず、概要書の６７と６８ページ、東

九州新幹線と太平洋新国土軸構想です。

これ、毎回聞いておりますけども、昨年１０

月に中津でシンポが開催されております。パン

フにある東九州新幹線の実現に伴う並行在来線

の運行維持やストロー現象について、どのよう

に説明をしてきたのか。また、参加者からの声

はどういう声があったのか。あわせて、豊予海

峡ルート推進協議会の昨年度の事業及び今年度

の事業はどういうものか。

二つ目には、６７ページの鉄道駅耐震補強事

業と鉄道駅バリアフリー化推進事業です。

耐震化する駅名及び補助割合はどうか。また、

バリアフリー化の推進と駅の無人化や減便、ワ

ンマン化等を進めることについて整合性がある

と考えているのか。この２点等についてお伺い

をいたします。

土田交通政策課長 ３点、頂戴をいたしました。

まず、東九州新幹線の中津でのシンポジウム

の件でございますが、まずはリーフレット、チ

ラシについては、参加者全員にお配りはしてお

りましたけれども、そのシンポジウムの構成上、

有識者による講演とパネルディスカッションを

行ったものでありますので、チラシ自体を説明

する時間は設けてございませんでした。

ちなみに、パネルディスカッションにおいて、

新幹線に対する課題についてもテーマとして扱

わせていただきまして、例えば、中津市長から

は並行在来線の運行確保が課題でありますとか、

商工会議所の会頭からは、日帰り圏の拡大で支

店等の撤退が懸念されるといったような課題を

示していただいたところでございます。

一方で、今年度、１０個ある全商工会議所を

我々のほうで回らせていただきまして、チラシ

に基づく説明をさせていただいております。こ

の中では、きちんと課題についても触れさせて

いただいておりますが、特段それに関する御意

見はなかったところでございます。

２点目、新国土軸の事業の関係でございます。

昨年度、今年度につきましても、例年どおり

という形で国への要望活動と、豊予海峡間の交
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流を促進する事業への支援を行わせていただい

てます。

その支援に関しては、例えば、昨年度は宗麟

公まつりが１０月に行われた際に、愛媛県の大

州市が観光ＰＲにいらっしゃった際の支援をす

るというようなもの。あるいは、２９年度、今

年度でいいますと、別府でヨット大会が行われ

まして、愛媛県とかの小・中学生が参りました。

それに対する経費の補助をさせていただいてご

ざいます。

三つ目、鉄道に関してでございます。

まず、耐震補強事業につきましては、国の補

助要件に合わせて補助をしてございまして、平

均的な１日の利用者が１万人以上の駅に対して

対象としておりまして、本県では別府駅が該当

してございます。補助率は国が３分の１、県と

地元の別府市が６分の１という形でございます。

また、バリアフリーとその他の施策の整合性

ということでございました。

県には、御案内のとおり、ＪＲ九州、四つの

鉄道路線があります。やはりその路線の維持が

重要だと考えておりまして、それと安全性、利

便性の向上の両立を図っていくというところが

重要なところかと考えております。ですから、

バリアフリーにつきましても、それによる安全

性、利便性の向上と路線維持のためのスマート

サポートステーションでありますとか、ワンマ

ン化といった施策のバランスをとっていくこと

が必要だというふうに考えております。

これらの観点から、例えば、スマートサポー

トステーションの導入が表明された際には、Ｊ

Ｒ九州に対してバリアフリー事業が未整備のま

ま駅員を配置することは、著しく利便性、ある

いは安全性の低下につながるんじゃないかとい

う懸念を伝えさせていただき、今般の見直しに

もつながったのではないかなというふうに考え

てございます。

その他の、例えば減便であるとかワンマン化

につきましても、それに伴う不都合であるとか、

不便などがございましたら、きちんと利用者の

方からの声を伺って、ＪＲ九州に届けて、必要

な対応を求めていきたいというふうに考えてお

ります。

堤委員 東九州新幹線については、リーフレッ

ト等を配ったと。中津市長とか、そういう商工

会議所会頭等から、そういうやっぱり不安な声

が出るということは、私はやっぱりそれが実際

の市民の生の声だろうというふうに思います。

そこら辺はぜひ、よく皆さんと話をしていただ

きたいと。

あと、ちょっと分からなかったのが、太平洋

新国土構想で、宗麟公まつりとか別府のヨット

大会に愛媛県の子どもたち、そういう方々に支

援をしたと。これと、その豊予海峡ルート推進

の関係、愛媛県だからという単純な理由でこう

してるのかなと、こういうふうなのにちょっと

お金使うのは、その推進協議会としてはどうな

のかなという思いはあります。その辺について、

最後お伺いします。

それと、バリアフリー等の関係なんだけども、

安全性と利便性の向上を図るということと、Ｓ

ＳＳとのバランスを図っていくと。これ、安全

性とＳＳＳというのは両立しないんですよ、こ

れね、と我々は考えます。

多くの障がい者団体の方々も、それは両立し

ないと。本当に安全性ということは、やっぱり

駅員さんを配置をして、そこできちっと自分た

ちが車両に乗るときにかなりすき間があります

から、板を渡してもらうとか、そういうふうな

ことがないと、なかなかその安全ということに

はつながらないし、ワンマン化になると、トイ

レに行くこともなかなかできないというふうな

状況の生の声というのが出てきてるんですね。

そういうのを、この前、質疑でも言いましたけ

ども、そういう声がやっぱりあるということを、

ＪＲ九州に再度私は伝えていくべき。我々も当

然伝えてますけども、県としても伝えるべきだ

というふうに思うんですけども、再度そこら辺

を答弁お願いします。

土田交通政策課長 お答え申し上げます。

まず、一つ目の豊予海峡のほうでございます

けれども、やはり豊予海峡間の交流促進という

ことで、大分県と対岸である四国の各県との交

流人口を増やすと、そのために資するような事
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業に対して支援をするという観点でございます

ので、申し上げた、その宗麟公まつりにおいて、

大州市の方が来るということについては、やは

りその交流が、その分だけ増えるだろうという

ことを見込んで支援をしてるというところでご

ざいます。

ＪＲにつきましては、おっしゃっていただい

た、いろいろな支障事例も我々もお声を頂戴を

させていただいて、必要に応じてＪＲ九州にし

っかりと伝え、対応を求めていきたいというふ

うに考えてございます。

堤委員 豊予海峡の関係、国に毎年要望してま

すよね。今現在、国の考えというか、それはど

うなってますか。

土田交通政策課長 大きな予算のかかるプロジ

ェクトでございますので、進捗は見られないと

いう状況でございます。毎年度、我々としても

必要性を訴えさせていただいておりますけれど

も、国としては現在のところ、大きな動きはな

いという状況でございます。

土居委員 私からは、４点質疑します。

予算概要書の１１ページです。ふるさと大分

ＵＩＪターン推進事業についてですが、県内の

市町村の移住推進をしている職員の皆さんへの

研修ですね、この事業かどうか分かりませんが、

どのようにしているのかお伺いします。

それから、２番目に２６ページです。芸術文

化創造発信事業についてです。

芸術文化祭とＯＰＡＭの企画展、それぞれの

実行委員会への補助金と負担金が減額されてい

ます。これは多分、国民文化祭や障害者芸術・

文化祭にかかわるものではないかなと思うんで

すが、これらにかかわらない、国文祭にかかわ

らない事業をどう取り組むのかについてお伺い

します。

それから、三つ目が４６ページです。ネット

ワーク・コミュニティ推進事業についてですが、

２９年度の小規模集落・里のくらし支援事業と

くらしの和づくり応援事業を合わせているよう

に思えるんですけども、その意図と事業内容に

ついてお伺いします。

４番目に、５８ページ、インバウンド推進事

業についてです。

国際観光船誘致促進協議会負担金が前年度と

比べて半減していますが、なぜなのか。そして、

教えてもらいたいんですが、広域連携情報発信

事業ですね、これはどういうことをするのか、

そして、委託先はどこなのかについてお伺いし

ます。

宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長 私の

ほうから、ＵＩＪターン、市町村職員の方とい

いますか、担当者に対する研修についてという

ことでお答えをさせていただきます。

ＵＩＪターンを推進していくために、やはり

大分暮らしの魅力をしっかり伝えることができ

る、県職員も市町村職員も、そういうふうな形

でスキルを向上していくことが重要と考えてお

ります。

このため、今年度につきましては３回研修等

を実施をしております。１回目といいますか、

年度当初は、移住コンシェルジュによります講

演、あるいは各市町村の新たな取組についての

情報共有をしております。２回目につきまして

は、東京圏における最近の移住相談の傾向と対

策と対応についてというふうなことで研修をし

ております。３回目につきましては、シニアの

移住に関する専門家を招いての講演会を開催す

るとともに、県内で先進的な取組を行っており

ますシニア向け施設の現地調査なども行ったと

ころであります。

引き続き職員全体のレベルアップを図るため

にも研修等は実施していきたいというふうに考

えております。以上でございます。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 ２６ページの

県民芸術文化祭の減と県立ＯＰＡＭの実行委員

会の減の２点、説明いたします。

まず、県民芸術文化祭につきましては、まず、

国民文化祭と一体となって盛り上げていくとい

う形でございまして、開会式、閉会式等々も県

民芸術文化祭の事業と位置づけておりまして、

県民芸術文化祭は今のところ、現行、ジャンル

別事業、若者事業、地域文化事業とかあります

けども、それは国民文化祭として分野別事業と

して行う。参加行事につきましても、プレイベ



- 10 -

予算特別委員会会議記録 第３号

ントを応援事業としてやるということで、一体

的に進めております。

それと、美術館の企画展の実行委員会の負担

金の減につきましては、委員会方式でやってお

ります、今年はイサム・ノグチ展でございまし

た。来年はアート＆デザインの大茶会というこ

とでございますけども、これは海外からの作品

を借用する経費等が落ちましたということもご

ざいますけども、そういう形で、費用が落ちた

分でございまして、２千万から１千万へと落ち

ております。これも全額、国庫補助事業でやっ

ております。

名前もアート＆デザインの大茶会という形で、

とにかくどちらの事業も大茶会ということを入

れることにしております。

岩崎地域活力応援室長 私からは、３番目のネ

ットワーク・コミュニティ推進事業につきまし

て、２９年の事業を合わせた意図と、その事業

内容についてお答えいたします。

まず、意図につきましてですけども、一つは、

ネットワーク・コミュニティーの構築というの

に力を入れておりますけども、今後もさらに進

めていきたいというところです。

もう一つは、やはりその担い手となります住

民組織等が、支援の体系が分かりやすくなるよ

うにという思いからでございます。

事業内容につきましては、予算概要の４７ペ

ージ、一番下ですけれども、右のほうの概要に

沿って御説明申し上げます。

二重丸、補助金は、里のくらし支援事業と同

じでございます。住民組織の取組に必要な、施

設整備や備品の購入といったところを支援しま

す。

書いてございませんけども、括弧にあります

集落活動支援枠は、単独集落での取組に対して

支援するというものでございます。それと、ネ

ットワーク・コミュニティー推進枠は複数集落

での取組ということで、書いてございませんけ

ども、特に初年度の、単年度の補助上限額を３

００万から５００万に引き上げます。さらに、

買い物支援につきまして、移動販売車両の購入

は高額になりますので、さらに７５０万まで引

き上げてということで拡充をしております。

その下の集落ネットワーク構築支援委託費で

ございます。これは、くらしの和づくり応援事

業と同じでございます。

もう一つ、三つ目の二重丸にあります集落応

援隊活動事業費でございますけども、これはボ

ランティアで集落支援を行う小規模集落応援隊

に係る保険料とか広報の経費、それから、事業

全体を推進する費用ですね。

そして、一番下の地域コミュニティー組織広

域協議会設立支援事業費につきましては、今、

ネットワーク・コミュニティーに取り組む担い

手となる組織が広がっておりますが、こうした

組織を全県で集めて広域協議会をつくりまして、

情報交換とか人材育成の研修会とかを開催する

ものでございます。

以上です。よろしくお願いします。

阿部観光・地域振興課長 私のほうから、イン

バウンド推進事業についてお答えいたします。

２問いただいております。

まず１問目、国際観光船誘致促進協議会負担

金が半減しているのはなぜかということでござ

いますが、この予算は、別府国際観光港への国

際観光船の誘致、受け入れを主たる目的とした

大分県国際観光船誘致促進協議会への負担金で

ございます。

御指摘のとおり、来年度予算は平成２９年度

の１，５００万円に対し、約６００万円減の８

７３万７千円でございます。減額の理由としま

しては、第４埠頭に今設置しておりますクルー

ズ船を受け入れるための上屋がございますが、

この賃貸借契約が本年４月に実は終わります。

それに伴いまして、以後、リース料金の支払い

がなくなるということがございます。賃貸借契

約は協議会とリース会社との間で締結されてお

りまして、リースの期間は平成２５年５月から

平成３０年４月までの５年間で、賃貸借契約の

満了後は協議会に所有権が移転するということ

になっております。平成２９年度の協議会事業

予算額の約半分を占める上屋賃料の減により、

県負担額も大幅に減額するという仕組みでござ

います。
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もう１点、広域連携情報発信事業とは何か、

また、その委託先はということでございます。

この事業は、九州各県及び愛媛県等と広域で

連携をしまして、広くヨーロッパやアジア各国

に向けた情報発信を行うものでございます。

具体的に言いますと、例えば、長崎、熊本、

大分を結ぶ九州横軸の九州横断広域観光振興協

議会でございますが、そういったものであると

か、北九州、宮崎と大分を結ぶ九州縦軸の連携、

あるいは、フェリー航路で結ばれた愛媛県との

連携、そういった広域の連携をいたしまして、

ヨーロッパや台湾、香港、タイ等を対象に、メ

ディアの招請や現地での旅行博でのＰＲ、そう

いったものに取り組むものでございます。

委託先は、大分県からは一義的にツーリズム

おおいたが委託先になっております。以上でご

ざいます。

毛利副委員長 土居委員、よろしいですか。

土居委員 はい。

小嶋委員 私からは１点だけですが、さきほど、

土居委員からもお話がありました、ネットワー

ク・コミュニティー推進事業について、今、詳

細をお話を伺いまして、もう少し突っ込んだお

話が土居さんからあるかなと思って期待してお

ったんですけども、私のほうで少しお話を聞き

たいと思いますが、今回、こういう新規に予算

づけをしておりますが、基になる事業があった

やに受けとめました。

それはそれとしてよかろうと思いますが、こ

れを行うことによって、既存の自治会等、それ

ぞれの市町村には自治会が形成されていると思

いますが、そういうものとの関係がどうなるの

かということ。新しく組織を立ち上げるという

ことがありますから、これとの関連が少なから

ず出てくるんではないかなということを思った

わけですが、その辺についてはいかが考えたら

よかろうかなということが１点と、それから、

この事業は何年間ぐらいを展望して行うという

ことになるのかということと、あと、さきほど

申し上げた協議会の設立の、もう少し具体的な

イメージをお聞かせいただければと思います。

以上です。

岩崎地域活力応援室長 ネットワーク・コミュ

ニティー推進においての自治会と組織との関係、

それから、何年間ぐらいの支援になるのかとい

うのと、もう一つは、協議会の取組についてと

いう御質問だったと思います。

一つ目、組織と自治会との関係なんですが、

私ども、集落対策においては現場主義に徹底し

ておりまして、中に入っていきます。市、地区、

小学校区単位とかですけれども、自治会という

のが中に複数ございます。その中には婦人会の

組織であったりとか、あるいは福祉の関係の取

組をしている団体とか、そういったもろもろの

団体があります。そういった中で、その地域運

営をしようとする人材を集めた組織、これから、

その小学校区単位等の地域をネットワーク・コ

ミュニティーとして担っていこうという組織が

別につくられるところもあります。中には自治

会だけで連合してという形のところもあります。

そういった関係でございます。

県は、そういった団体の取組を支援すること

としてまして、組織の立ち上げから基盤が整う

おおむね３年間、手厚く支援するということに

しております。

もう一つ、協議会につきましてですけども、

地域の実情によって取組はさまざまでございま

すし、地域は生きてるといいますか、年齢が高

くなったりすると、それぞれ課題も変わってき

ます。そういう中で、いろんな取組の事例を情

報交換する、こういう取組はいいなということ

であれば、自分のところに落とし込むとか、そ

ういったことも必要でありますし、さらに、取

り組んでる組織の中の人間そのものも高齢化し

ていきます。その後継者育成とか、そういった

ところの課題もあります。さらに、活動を行う

には財源を確保していくというところもありま

すので、財源確保、そういった部分のいい事例

なんかを情報交換していくという、そういう組

織をつくっていきたいというふうに思っている

とこです。以上です。

小嶋委員 ちょっと２点目の今後の展望といい

ますか、それに関して聞きづらかったので、も

う一回お願いしたいのと、あと、協議会という
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のは、団体で、例えば会長をつくったりとか、

事務局つくったりだとかいうようなことがあっ

て、そういうところの企画に基づいて研修会を

やったりということになるんだろうと思うんで

すけど、その協議会の事務局などについては、

県の中に置くのかということですね、その点ち

ょっと再度お聞かせください。

毛利副委員長 挙手をお願いします。

岩崎地域活力応援室長 ２点目の何年間の支援

かというところをもう少し詳しくというところ

と、協議会の組織をどうするかというところだ

ったと思いますが、まず、何年間の支援かとい

うことで、基盤が整うおおむね３年間というお

話をしました。

それから、協議会のその組織なんですが、３

０年度につきましては、県のほうで直営でやり

たいと思ってます。以上です。

毛利副委員長 小嶋委員、いいですか。

小嶋委員 はい。

二ノ宮委員 すみません、このネットワーク・

コミュニティーをつくる前に、まずは最低でも

小学校単位で組織をつくらなければというよう

なことの中で、くらしの和づくり事業で２００

万円で単年度で出てます。これはニーズ調査と

か立ち上げのための費用だと思うんですけど、

ここを一番力を入れないと、ここができないと

やっぱりネットワーク・コミュニティーっちゅ

うのができないと思うんです。

それで、特にここに力を入れていただきたい

ということと、それから、実際に始まったとき

に、里のくらし事業で、さきほどの説明で５０

０万円ですか、これは今までは４００万円で県

が３００万、それから市が８０万で地元が２０

万というような割合だったと思うんですが、こ

れについては、総費用じゃなくて、県の負担分

が５００万円に上がったということ。はい。

どうも進め方として、まだ、それぞれの学校

単位の組織というのは、例えば由布市でも１か

所しかまだできてないですね。中津等について

は、こちらの企画がやる分についてはほとんど

ゼロと。福祉の立場からはできてるんですけど、

ここに力を注がないと、ネットワーク・コミュ

ニティーという形にはなかなかならないと思う

んですけど、その辺の展望といいますか、どう

考えているかお聞かせください。

岩崎地域活力応援室長 委員のお話のとおりで

ございます。ネットワークコミュニティーをつ

くる上では、その活動主体となる住民組織をい

かにつくっていくか、それから、どういった課

題があるかというところを見つけて、それを計

画に落とし込んでいくというのが大事な作業で

ございます。そういうことから、２００万円、

県が全額負担でというところで事業を進めてお

ります。

実際に、その２００万円を中に入れるってい

うのは単年度でございますけども、その前から

地域と十分話しながらっていう進め方をしてご

ざいます。

それから、中津市の件と由布市の件がありま

したけれども、コミュニティー組織をつくって

いくっていうのは、各市町村によって少しやり

方、進め方によって違いがございます。

竹田市では、まず福祉の暮らしのサポートセ

ンターというのを市内の７か所にまずつくりま

して、現在、その下に地域のコミュニティー組

織をつくっていこうという動きになってござい

ます。

中津市につきましては、そういった動きと同

じようになるのか分かりませんけれども、県と

しましては、ネットワーク・コミュニティーづ

くりを中津のほうにも働きかけていって、作業

というか、こういった取組をしていきたいとい

うふうに考えております。

由布市につきましても、まだ支援したところ

は１か所、２か所ということになってますけど

も、同じように県内の事例を紹介しながら、丁

寧に地元にも説明しながら進めていきたいと思

っております。以上です。

二ノ宮委員 この前、一般質問でお願いしたよ

うに、とりあえず組織をつくらないとどうにも

ならないというふうに思ってます。それで、や

はり福祉と、それからこの地域づくりといいま

すか、そのクラブはやっぱり絶対に必要だと思

うし、そういう視点でつくっていかないと、な
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かなか市町村の中で実際できたとしても活動が

難しいと思ってます。

それともう１点、今の説明の中で、集落活動

支援枠ということで、何か単独という話が、単

独じゃないんですか、自治区単独という話のよ

うにあったんです。これは、さっき言ったよう

に、最低でも小学校区単位でつくる以外の分に

ついても補助金を出すということですか。

岩崎地域活力応援室長 県では、ネットワーク

・コミュニティーを推進してございますが、委

員お話のとおり、ネットワーク・コミュニティ

ーの組織をつくるというのは時間がかかったり

する場合がございます。単独の集落でもすぐに

取り組みたいというところがありますので、そ

こについては緊急的に支援をするという枠組み

を残したということでございます。

麻生委員 予算概要６６ページ、地域公共交通

活性化事業に関連して聞きます。

これ聞くために、今日、私はバスでここに参

りました。本県の交通利便性の後退は深刻であ

りますし、移動制約者にとっては死活問題とな

っております。

さきほど、課長からお話がありましたが、事

業者を集めてマスタープラン、アクションプラ

ンをこれから作成するという答弁がございまし

た。平成２８年の議会で、私は国文祭までに全

県のこのプラン、アクションプランを全て作成

してほしいということを申し上げたわけであり

ますけれども、なかなか難しいということで、

エリアごと、もう既に終わっているところがあ

って、今回、大分市、別府市、由布市のプラン

を作成するということだろうと思うんですが、

ただいまの答弁では、マスタープラン、もう一

回全体を見直すのか、あるいは、そのマスター

プランの予算はどこの予算を使ってつくるのか、

それをまずお答えください。

毛利副委員長 いや、一括です。事前通告して

る……。

麻生委員 いや、もう全部再質問でやります。

毛利副委員長 一括。いやいや、事前で言って

ますけど、一括です、最初。

麻生委員 通告をしておりますんで、じゃあそ

れに基づいてまいります。

国土交通省の自動車交通旅客課の地域公共交

通ハンドブックというのがございまして、それ

を各全国都道府県、うまく活用しておりまして、

特に長野県では独自の地域交通システムを再構

築するハンドブックを、長野県独自でその指南

書をつくっております。そして、公共交通に対

する考え方の共有が図られておりまして、路線

バス、コミュニティーバス、乗り合いタクシー、

自家用有償運送、デマンド型交通、スクールバ

スへの混乗、まざって乗る混乗、福祉バス、施

設送迎バスなどの交通手段をフルに活用した地

域公共交通計画の再構築が、当事者意識を持っ

た形で現場に近い市町村が主体となって作成さ

れております。道路運送法や地域公共交通活性

化法の根拠法に基づいて、各種会議を立ち上げ

ての取組をしているようでありまして、非常に

大分県はその場その場でプランを策定している

という印象があるんですが、使用の仕方として、

まず全体の指南書をつくって、市町村とかエリ

アとか、その事業主体さんのほうに主体性を持

たせて、能動的に取組をお願いをしていると。

その結果、中山間地、非常に厳しい環境の中に

も取組を進めてきているという経過があるよう

でありまして、ぜひともその手法という入り口

の部分で、事業主体のほうに、あるいは地域の

方々の声をいかに取り込むかというのがポイン

トだろうと思うんですが、そういった意味で、

さきほどのマスタープラン、あるいはアクショ

ンプラン、見直しをしていくという部分につい

て、少し手法を変えなければならないというこ

とだろうと思いますんで、その辺の考え方につ

いてお答えいただければと思います。

それから、今回の公共交通に対する考え方に

ついては、振興局が東部と中部と二つにまたが

っておりまして、振興局の単位をどうするのか、

それから、移動制約者の把握も大事だろうと思

います。運転免許の保有者数、各市町村別の年

齢別、そういった数字のデータがございますん

で、もう何年かしたら高齢化して、一気に移動

制約者の数が各集落ごとに増えるわけでありま

すんで、そういった部分についてもよく把握を
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しているのかどうか、そして、一番大事なのは、

目標手法についてでありますが、プランの中で

はおおむね大分市中心部まで６０分で到達でき

るというような指標がある、それに基づいての

取組かもしれませんけれども、私は生活の視点、

あるいは観光の視点、両面がいるんではないか

なと。

あるいは、合併前は５８市町村あったわけで、

そういった役場のあるところまでおおむね何分

で行けるのかとか、車だけじゃなくて、公共交

通で行けるエリアがどうなるのか、そういった

視点もいるだろうと。あるいは、大銀ドームは、

収容人員４万人ですから、４万人を運ぶ公共交

通がどうあるべきか、こういった視点も必ず今

回の具体的なアクションプランに求められるこ

とだろうと思いますんで、そういったことにつ

いてお答えください。

土田交通政策課長 さまざまな御指摘ありがと

うございます。

まず、議員おっしゃった、国のほうの地域公

共交通ハンドブックであるとか、長野県のほう、

ハンドブックもこちらで調べさせていただきま

した。

まず、前者につきましては、平成２１年に作

成されたものでございまして、従前の制度に基

づく計画策定について説明されておる部分が主

であります。その後、平成２６年に法律も変わ

りましたので、新しい制度に基づく手引が作成

されておりますから、これを活用して、今、計

画の策定をしてございます。

長野県のハンドブックにつきましても、議員

おっしゃいましたように、長野県にも確認しま

したが、市町村がコミュニティーバスなどを導

入する際の参考資料としてつくったものという

ふうに伺っております。

同じような内容を含んだものを、例えば九州

運輸局とか、国のほうでもつくっております。

そういったものを使って、県のほうでも新年度、

年に１回は市町村の担当者を集めて、最新の制

度でありますとか、あるいは運輸支局の担当者

を呼んで説明をしてもらったりとかという形で、

知識の共有とスキルの向上を図ってるところで

ございます。

その手法の見直しという御質問もございまし

たけれども、大きく我々の考えとしては、市町

村が計画づくりをしますと、どうしても市域内、

まちの域内におさまってしまう計画になってし

まいます。従前の制度がまさにそうだったんで

すが、そのときの問題点として、市をまたぐ幹

線バス路線については、計画に位置づけにくい

という声を頂戴をしておりました。

ですので、県としては、県が主体となって関

係市町村を集めて、それに加えて事業者、住民

の方、有識者、いろんな方を集めて、広域的な

幹線バスについての議論もしっかりする、そし

て、市町村においては域内の路線についての議

論をしっかりするという役割分担のもとで一元

的な計画を策定しております。

ですから、大分県においては、県が主動する

計画として、初めて国土交通大臣の認定も受け

たところでありますし、御指摘の長野県につい

ては、まだ再編計画の認定はないという状況で

ありますので、私どもとしては、比較的全国の

中でも先進的に取り組んでいるのかなというふ

うに自負をしているところでございます。

振興局の関与の仕方でございますけれども、

申し上げた協議会、あるいは分科会の中で、振

興局についてはオブザーバーとして参加をして

もらっていますし、市町村についても委員とし

てメンバーに参加していただいて、一緒に議論

をしてるという状況です。

プラス、移動制約者の御質問も頂戴しました。

まず、移動制約者につきましては、例えば運転

免許を持たない人、あるいは自家用車を持たな

い人については、公共交通の重要な利用者であ

るというふうに我々も認識をしておりまして、

重点的に調査しております。

例えば高校生については、県内の全高校に対

してアンケートを行ってます。住民の方につい

ては住民アンケートもしっかりと行っておりま

すし、路線バスも乗り込み調査を、全便乗った

りとかという形で、データに基づいた計画策定

をしているというふうに考えております。

指標につきましても、まず県の計画と市の計
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画それぞれございますので、県の計画におきま

しては、特に重要な路線数でありますとか人口

カバー率、あるいは観光の面では観光客の公共

交通利用率といったものを設定させていただい

ております。

麻生委員 マスタープランの見直しをするとい

う、これはどの予算でやるんですか。

土田交通政策課長 こちら、まさに予算概要６

６ページの活性化事業の中で行わせていただい

ております。

国のほうにも、この計画策定のための支援の

事業がありますので、国に申請をして、認めら

れれば予算をあわせて使わせていただきたいと

思ってます。

麻生委員 中部エリアの部分が予算的に食われ

てやるということになっちゃいけないんで、そ

このところは指摘をしておきたいと思います。

特に、さきほど申し上げた、ありとあらゆる

交通手段をフル活用すると、その上で使える形

にならないといけないわけでありまして、そこ

の部分については、やっぱり利便性の後進は許

せないということだけは十分念頭に置いて取り

組んで頑張ってほしいと思います。終わります。

毛利副委員長 要望でよろしいですか。はい。

衛藤委員 始める前に事前通告にプラスしてい

くつか質問があるんですけど、委員長、よろし

いでしょうか。

毛利副委員長 はい。

衛藤委員 まず、２７ページ、創造県おおいた

推進事業費について、ここの中にアートマネジ

メント人材育成事業費とアートに関する人材の

育成がございます。ここの事業、障がい者、健

常者の区別があるのか、障がい者アートについ

て、この中でどの程度取り込んでいるのかとい

うところを教えてください。

次に、２９ページ、おおいたスポーツ成長産

業化モデル事業費、これ昨年の当初予算１，８

００万から、今年１１０万に大幅に減っており

ます。この事業の内容と、減額された理由を教

えてください。

そして、続きまして、３５ページ、おおいた

魅力アップ情報発信事業費、この中に海外向け

ＰＲ動画による広報の強化による経費というの

があるんですけども、ここで対象にしているタ

ーゲット国、ターゲットとしている国、そして、

その国をどういうふうにして選んでいるのかっ

ていうところを教えていただけませんでしょう

か。

続きまして、今のとちょっと似てるんですけ

ども、５０ページ、六郷満山開山１３００年記

念観光推進事業費の中のインバウンド向け旅行

商品造成、ここもどこの国がターゲットになる

か、そして、その国を選定した絞り込んだ理由

を教えてください。

続きまして、５１ページ、観光地域磨き推進

事業費、この中に図柄入りナンバープレート普

及啓発事業費っていうのがあるんですけども、

この図柄入りナンバープレートの普及っていう

のが、観光地域磨きとどう関連するのかちょっ

とよく理解できないんで、その点の関連性を教

えていただければと思います。

最後に、これは企画振興部長にお伺いしたい

んですけども、地域交通の問題について、ＪＲ

九州の問題、減便にしろ、スマートサポートス

テーションにしろ、根本にあるのはＪＲ九州の

株式上場にあるというように考えております。

ＪＲ九州が株式上場を行った結果、外資が中心

の株主構成になりました。株式会社である以上

は、利益の追求をしなければ、株主代表訴訟等

を受けるリスクを負うことになりますので、結

果として、公共性についての行政のグリップが

弱くなるという結果が生じることになるかと思

います。

この辺に対する対応策としては、九州各県や

沿線市町村が連携して、ＪＲ九州の株式を保有

するというようなやり方があると思うんですけ

ども、現時点で株式を買う、買わないというこ

とは答えられないと思います。そこで、株式保

有の可能性を否定するのかしないのか、この点

についてお答えいただければと思います。以上

です。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 まず、２７ペ

ージ、創造県おおいたの中で四つ目になります

けども、みんなのアーツ体験事業の御質問でご
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ざいます。

これは、アートが身体的とか経済的事情によ

って届かない方々に届けるものですけど、当然、

福祉施設が中心になると思います。そして、特

に施設の派遣につきましては、アーティストを

老人ホームや障がい者の福祉の方、通所、入所、

あと児童養護施設、特別支援学校等へやって、

その場でワークショップをすることにしており

ます。特にみんなが取り組みやすい、例えば古

着だとか、シーツとかビニール袋とかあります

けど、アートに取り組むときに取り組みやすい

素材でアートに親しんでもらおうというような

ワークショップを考えております。以上です。

森広報広聴課長 ３５ページ、おおいた魅力ア

ップ推進事業についての御質問でございました。

まず、海外パブリシティ活動につきましては、

首都圏在住の海外プレスに対しまして、継続的

に情報発信をすることで、大分県への興味、関

心を持っていただき、自国での報道につなげて

もらうというものでございます。

これまでアジアを中心に多くの海外メディア

から御参加をいただいたところでございます。

来年度につきましては、ラグビーワールドカッ

プ等を控えておりますので、欧米や大洋州等か

らの海外誘客につながるようなＰＲをすること

が大切というふうに考えております。

したがいまして、来年度、アジアに加えまし

て欧米・大洋州の中でも大会に出場する国のメ

ディアを中心に参加を呼びかけていきたい、情

報発信につなげていきたいと考えております。

また、海外の海外向けＰＲ動画についてでご

ざいますが、県が行う海外でのプロモーション

活動への活用に加えまして、例えば海外通信社

のネットワーク、公式ＳＮＳ等を活用して世界

のメディアに配信したい。また、県内での試合

開催国に絞り込んでユーチューブ広告を行う等、

効果的、効率的な手法を検討し、実施していき

たいというふうに考えております。よろしくお

願いいたします。

阿部観光・地域振興課長 ２題いただきました。

まず、六郷満山誘客キャンペーンのインバウ

ンド向け旅行商品についてでございますが、そ

の対象国と、その選定理由でございます。

対象国は、主に欧米・大洋州でございます。

選定理由としましては、ラグビーワールドカ

ップを開催を契機に、熱狂的なファンが多いと

言われます欧米・大洋州からの観光客の増加が

見込まれるということ。そして、実はＪＮＴＯ

の調査等によりますと、欧米・大洋州からの訪

日観光客の多くが日本の歴史、文化、伝統文化

体験や、自然景勝地、そういう観光地をめぐる

というのを旅行目的に上げております。

昨年、欧米でも有名な旅行サイトであります

ロンリープラネットの記者に実は来ていただき

まして、現地、国東を初め見てもらったところ、

六郷満山は非常に魅力的であると、欧米の方に

受けるんじゃないかと。そして、その閑静な雰

囲気もよいという高評価を得ました。

ラグビーワールドカップに伴う欧米・大洋州

でのプロモーションとかセールスの際に、その

六郷満山の魅力、本県の魅力ある観光資源とし

て、それをＰＲし、六郷満山を組み込んだ商品

造成を今図っているところでございます。

続きまして、もう１点、図柄入りナンバープ

レート、これがなぜ観光地域磨きに当たるのか

ということでございますが、実は大分県版の図

柄入りナンバープレートは、本県らしい図柄を

使うことによって地域振興、観光振興を図ると

ともに、地域の一体感とか郷土愛を醸成しても

らおうということとしております。

また、実はこのユーザーが、この図柄入りナ

ンバープレートを交付申請する際に、寄附がな

いものと寄附ができるもの、２種類ございます。

その寄附ができるナンバープレートであれば、

その寄附金は地域のバス停のベンチの改修であ

るとか、あるいはバスの車内のＷｉ－Ｆｉ整備

だとか、そういった地域交通のサービス改善と

いった受け入れ環境の整備にも活用されること

から、いわば地域磨き的な側面もあるというこ

とで考えております。以上であります。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 ２９ページの

スポーツ成長産業化についてお答えします。

これは、国の動きでもございますけど、日本

再興戦略だとか未来投資につきまして、プロス
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ポーツを一つの産業として起爆剤とするという

形の国の動きがございます。

本県の特徴としましては、トリニータのます

ますの入場数を増やさないと悪いということと、

大銀ドームには今からラグビーワールドカップ

が試合が行われたりという形で、とにかく魅力

あるスタジアムとはどうあるべきかというのを、

学識者に委託をしながらやっておりますけども、

実際、昨年はＷｉ－Ｆｉはどうすべきかと、ス

ーパーＷｉ－Ｆｉといいますか、そういうのが

どれだけいるのかとかちゅうのを、既に実際そ

の場で料理の注文をＷｉ－Ｆｉとかでする人は

どれだけいるのかとか、そういうことをやりま

した。今年もそれを分析いたしまして、大銀ド

ームが魅力あるドームとなるように頑張ってい

きたいと思っております。そういう事業でござ

います。

廣瀬企画振興部長 ＪＲ九州の最近の動きです

けども、とにかく県としましては、ＪＲ九州に

対しては、公共交通機関を担ってる役割ってい

うのをしっかり踏まえて事業をやっていただき

たい。すなわち、県民の皆さんから声を聞いて、

安全性、利便性に配慮した公共交通機関として

の役割を果たしてもらいたいというのが一つ。

それともう一つは、同時に、県内四つの路線

がございますので、その路線の維持をしっかり

図ってもらいたいと。そのためには経営努力も

必要になると思います。その二つの点を、とに

かく両立してやっていただきたいっていうのが

県の思いであります。

さきほど、衛藤委員からも御指摘ありました

株式の保有の関係につきましては、今申し上げ

た二つのことを両立してもらうということをし

っかりやってもらいたいっていうことを、今、

ＪＲ九州さんに対して言ってる段階でありまし

て、株式の保有につきまして、これまでそうい

う視点で検討をまだしておりませんので、今段

階で、その保有について否定するとかしないと

か、そういったところについてはまだお答えで

きません。

毛利副委員長 よろしいですか。はい。

森委員 よろしくお願いします。

予算概要の５９ページ、一番下のおんせん県

おおいた県域版ＤＭＯ推進事業についてお尋ね

いたします。

ツーリズムおおいたは、県域版ＤＭＯとして、

これから大分県観光のかじ取り役としての役割

が期待されておりますし、私どももしっかり応

援していかなければならないと思っていますが、

今回の予算において、３０年度当初予算、ここ

では８，３２８万４千円ということで、昨年か

ら比べると２，２００万ほどの増額のＤＭＯ推

進事業になっております。

その中で、一番力を入れているというか、増

額金額が大きいのが、マーケティング機能強化

事業委託料３，２０９万円で、前年から１，８

５７万円の増となっております。ここにおいて、

この前年度予算との違い、また委託内容、特に

力を入れたい部分等があると思うんですけども、

その部分があれば教えていただきたいと思いま

す。

関連しまして、さきほど、土居委員からもご

ざいましたけども、５８ページの広域連携情報

発信事業委託料等インバウンド推進事業や国内

誘客の推進事業など、ツーリズムおおいたが受

託する県の事業というのはたくさんあると思う

んですけども、ツーリズムおおいたに平成３０

年度委託予定事業全て、予定事業があれば、そ

の全体の予算額を教えていただきたいのと、平

成２９年度委託の金額の実績、現時点で分かれ

ば教えてください。

最後に、平成２９年の予算にも計上されてお

りましたが、着地型商品の造成についていろん

な検討がなされたということでありますし、そ

の販売システム等を構築していくというような

ことが２９年度予算にも計上され、本年度予算

にも９３４万円の予算も計上されてます。

着地型商品の造成の実績及び、その商品の販

売状況、２９年度の実績があれば教えていただ

きたいと思います。以上です。

阿部観光・地域振興課長 お答えいたします。

県域版ＤＭＯ推進事業の前年予算との違いと

委託内容の詳細ということでございますが、確

かにマーケティング機能の強化ということで、
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平成２９年度は総事業費６，０７４万９千円の

うち、マーケティング機能の強化については１，

３５２万円でございました。それが平成３０年

は８，３２８万４千円の総事業費に対し、マー

ケティング機能の強化として３，２００万円、

これを計上しております。

この平成３０年度の主な増加理由は、県域版

ＤＭＯの機能強化を図るため、特にマーケティ

ング機能の充実を図るものでございます。

新規事業の内容は、実は主なものとしまして

は、県内への流出入や主要観光スポット間の周

遊状況の分析を行う、いわば観光動態調査、そ

れだとか、県内観光資源の認知度だとか、旅行

客の関心を把握した市場とのギャップを分析す

るウエブ市場調査の実施。あるいは、市町村ご

とに来訪者や交通手段等を分析する観光カルテ

というのも市町村ごとにつくりたいというふう

に思っておりまして、そういったものが約１，

２００万。また、湯布院にできますＴＩＣ、そ

ういったところとか、宿泊施設、事業者等と連

携して行う具体的な旅行商品等のモニタリング

調査の実施、これが約１５０万ですね。あと、

マーケティングアドバイザーの招請だとかマー

ケティング業務スタッフが増、こういったもの

で額が増えております。

二つ目のツーリズムおおいたへの委託事業の

予算の状況でございますが、平成２９年度の実

績としましては、実は２億８，９５８万７千円

ございます。これ実は当初予算よりも８千万ほ

ど増えておりまして、というのが、今年度は九

州北部豪雨だとか台風被害がございまして補正

をいたしました。その補正が８千万ほど加算い

たしまして、２億８，９００万になっておりま

す。

平成３０年度の予定としましては、２億７，

８８６万６千円ということでございます。こち

らは、ラグビーワールドカップに当たる観光の

予算の増だとか、今般の・・・・のＤＭＯ化に

係る費用だとか、そういうもので増えておりま

す。金額としては、ほぼ前年並みということに

なっております。

また、三つ目、平成２９年度の着地型旅行商

品の造成と販売状況についてでございますが、

平成２９年度は主にウエブで商品を販売できる

システムを構築するためにモニターツアーをま

ず始めまして、・・・・・のｶﾝｼｮｳツアーだと

か、津久見の河津桜観賞ツアーなど１０本を試

行的に実施いたしました。その結果、２８５人、

モニターツアーですので料金は安目にしており

ますので、その売上額は７０万ほどでございま

すが、そういった実績がございます。

なお、平成３０年４月から実施の旅行プラン

につきましては、添乗員同行のプランを五つほ

ど、六郷満山関係だとかつくっております。

また、個人パーソナルのプランも１プラン、

ライナーで行く神の島・姫島とか、あと、着地

型の体験プラン、これも８プランほど。佐賀関

で関サバを食べるとか、そういったプランを御

用意しております。これを、もう既に３月から

発売を開始いたしました。

今後も、観光客にとって魅力的な商品を提供

できますよう、ツーリズムおおいたは現場と連

携した商品の企画造成に取り組んでいくことと

しております。以上でございます。

森委員 ありがとうございました。

ＤＭＯの機能としては、やっぱりマーケティ

ング、またマネジメントというのが非常に重要

だというふうに思っております。

そういう中で、今回の一般質問等でもござい

ましたけども、オセアニア等からの大分へのラ

グビーワールドカップに行きたい、試合を見た

いという方がいても、福岡のほうの宿泊施設を

使ってしまうとか、いろんな課題が出てきたと

思います。そういう部分で、県域版ＤＭＯであ

るツーリズム大分っていうのは、一番力を発揮

しなければならないところであると思うし、マ

ーケティング強化とか、今までやってきている

中で、そういうことが今回十分機能が果たせな

かったっていうのは、どこに原因があるのかっ

ていうのを分析されてたら教えていただきたい

と思います。

そして、ツーリズムおおいたの予算の件、さ

きほど御回答いただきましたけども、おおむね

３億弱ぐらいの委託事業で、自主事業としては
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収益事業は平成２９年の予算で６００万ほど、

また、会員からの会費収入が８００万ほどとい

うことで、非常に経営的には委託事業、受託事

業に頼っているという部分があります。

そういう中で、やはり長期的にツーリズムお

おいたをどうやって経営していくかということ

をしっかりビジョンを立てていかなければなら

ないと思うんですが、そういった、昨日、企業

局の長期経営計画みたいなもの出てきましたけ

ども、ツーリズムおおいたがやっぱり公的な、

また観光ＤＭＯとしてしっかり役割を果たして

いくのには、そういった計画があってしかるべ

きじゃないかと私は考えておるんですが、その

部分について経営計画、大分県にはおおいたツ

ーリズム戦略がございますけども、ツーリズム

おおいたは独自の経営計画等について、県とし

てどういうふうに考えているかを教えてくださ

い。

最後に、今回、議会でも一般質問で出ました

けども、せとうちＤＭＯ等では、やはり会員サ

ービスというのを重視しております。そこに組

織するＤＭＯの会員として、ベネフィットを受

けられるような、そういうＤＭＯに入っていて

利益があるというようなことが非常に重要だと

思うんですけども、ツーリズムおおいたとして、

しっかりそういった会員向けのサービスってい

うのが必要だと思います。

ある方に聞きますと、もうツーリズムおおい

たにいてもいろいろ情報も入ってこないから、

会員から抜けたいというような話もあったそう

です。そういう部分について、どう考えておら

れるのかについて、以上３点についてお伺いし

ます。

阿部観光・地域振興課長 ３点いただきました。

１点目、ワールドカップの件でございますが、

確かにワールドカップ、今年の１月初めにオー

ストラリアのＯＴＡから出た旅行商品を見て私

も驚きましたけども、何と福岡に泊まって大分

に来るなんていうツアーが実は上がっておりま

した。

実はそこで早速ｵﾌｨｼｬﾙとりまして、各ＯＴＡ

を回りましたら、どうも情報が伝わってないと。

本来、ここはＧＭＴというＪＴＢ関連の会社が

それを既に一手に請け負うんで、我々にはそこ

が全部全てやるということだったんですが、そ

こからの情報のいわゆる共有ができていなくと

いいますか、大分県に旅館・ホテルがたくさん

あるというのが知らせてなかったと。また、大

分の旅館・ホテルを束ねてといいますか、大分

の旅館・ホテルから部屋を提供していただいて

なく、配る部屋はなかったということで、実は

それですぐさまツーリズムおおいたが看板にな

り、地元のＪＴＢ大分支店とタッグを組んで協

定を結び、ホテルバンクという機能をつくりま

して、まさにツーリズムおおいたが頭となって、

県内のホテルから部屋をかき集めて、そのＧＭ

Ｔを通して、今、売りさばいている最中です。

かなり戻ってまいりました。福岡に初め泊まる

と言ってたそのホテル、これを大分に今振りか

えてもらってます。かなりできています。

そういう意味じゃ、ツーリズムおおいたは、

その機能を、初めはなかなかちょっと見えなか

ったところでございますが、果たしているとい

うふうに考えております。

２点目が、経営計画でございますが、ツーリ

ズムおおいた、おっしゃるとおり、今はまだ収

益が弱あございます。平成２９年度もこういっ

たネクタイだとかバッジだとか、そういった収

益に頼っている状況がございまして、ただ、今

年度から、さきほどお話をしました商品販売シ

ステム、これを導入いたしましたので、来年度

から、平成３０年度から、徐々にこの商品販売

の売上収益が増えるというふうに見込んでおり

ます。

それにつきましては、ただ、その収益が増え

ることで、ツーリズムおおいたの例えば職員全

員の給料が賄えるかといったら、なかなかまだ

そこまでいきませんけども、計画といたしまし

ては、平成３４年ぐらいまでには、半分ぐらい

といいますか、かなりの部分の予算が賄えるよ

うにというふうな長期の計画を今立てておりま

す。

最後に、会員サービスでございます。今、ツ

ーリズムおおいた、約２４０名ほどの会員がご
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ざいます。以前は確かにツーリズムおおいた、

なかなか会員になってどんな利益があるんだろ

うかという声は聞かれたこともありました。た

だ、今、ツーリズムおおいたは、まさにＤＭＯ

として力を発揮し、そして、その効果が出よう

としております。そういう意味では、会員は徐

々に増えておりますので、また今後のツーリズ

ムおおいたのそういった活動、活躍をもとに、

会員サービスもでき、会員も増えていくものと

期待をしております。以上でございます。

森委員 ありがとうございました。

やはりツーリズムおおいたが県の下請のよう

な形じゃなくて、みずからきちんと経営計画を

立てて、ビジョンを持ってやっていただきたい

と思います。ありがとうございました。

守永委員 ありがとうございます。

３点質問をさせていただきますが、まず一つ

が、企画振興部の予算概要の４６ページ、４７

ページですが、移住者居住支援事業費と老朽空

き家対策促進事業費についてです。

この移住者居住支援事業費でのお試し居住で

整備した施設の活用状況について、把握してれ

ば教えていただきたいと思います。

また、老朽空き家対策促進事業と移住者居住

支援事業との連携といったものがあるのか、あ

わせて教えてください。

二つ目ですが、予算概要の５４ページの国東

半島サイクルツーリズム推進事業費についてで

すが、大分のすばらしさ、魅力を発信する上で

有効な事業だと思うのですが、事業実施に関連

して、土木事務所等との連携、土木建築部との

連携についてはどのようにしているのかを伺い

たいと思います。

三つ目が、予算概要の６７ページ、鉄道駅耐

震補強事業費、それと鉄道駅バリアフリー化推

進事業費についてですけども、両事業の内容に

ついて教えてください。

岩崎地域活力応援室長 まず、老朽空き家対策

促進事業と移住者居住支援事業との連携につい

て、２点質問がありました。

まず、移住者居住支援事業の中のお試し居住

施設の利用状況について、これは１２月末まで

の実績を把握してございまして、２８年度に整

備した臼杵、竹田、日出の３件の施設について

の利用実績でございます。

臼杵は４０組で１０６人の利用があり、５組

１１人の移住につながっております。竹田では

１９組４７人の利用があり、１組３人の移住実

績がございます。日出は１２組２３人の利用が

あり、まだ移住にはつながっていないというこ

とでございます。合計７１組１７６人の利用で、

６組１４人の移住につながっております。

続きまして、老朽空き家対策促進事業費との

連携についてでございます。

老朽空き家対策促進事業は、空き家の所有者

に対して適切な管理と利活用を促すものでござ

います。移住者居住支援事業との連携につきま

しては、その空き家を移住に使っていただくと

いう観点からでございますけども、空き家対策

促進事業の中で、所有者に対して利活用可能な

空き家につきまして、空き家バンクへの登録を

促すとか、管理につきまして、シルバー人材セ

ンターへの管理委託とか、あっせんしたりとか、

市町村によってはお試し居住施設への転居とか、

そういったことを進めたりしております。

ちなみに、３０年の２月末で空き家バンクの

登録件数は５９４件まで広がっておりまして、

県外からの移住の理由だけではございませんけ

ども、２６０件の利用があります。以上でござ

います。

阿部観光・地域振興課長 私のほうから、サイ

クルツーリズムの事業実施に関して、土木部及

び土木事務所との関係はということでございま

す。

自転車活用推進法が昨年５月に施行されまし

て、サイクルツーリズムへの機運が高まる中、

県内でもさまざまな動きが始まっております。

庁内では、土木部、企画部、生環部、県警など、

関係部署が集まりまして、自転車活用推進計画

の策定に向けて議論を行っている最中でござい

ます。

当該事業は、サイクルツーリズムの県内のい

わば先進地であります国東地域において、スマ

ホを活用したサイクルラリーやセミナーを開催
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しようというものでございます。実はこの当該

事業をするに当たって、さきだって、昨年度か

ら振興局、県土木事務所、市、バス事業者など

とバスの運行に支障がある箇所をまず調査し、

運行支障箇所を改修したところなんですが、こ

の事業の中で、実はサイクルラリーのポイント

となるお寺への案内標示だとか道路清掃だとか、

そういったものも一緒に行いました。そして、

サイクリストが安全、快適に走行できる環境を

整備したところでございます。

また、この事業では、実際に国東半島内をめ

ぐったラリー参加者の声を広い、集まったデー

タを土木事務所とか市、町と共有しまして、次

のハード、ソフトの整備につなげていきたいと

いうものでございます。

このサイクリングの走行環境を整備し、広く

情報発信することで、国東半島のサイクルツー

リズムを推進したいと思っております。以上で

ございます。

土田交通政策課長 機関係の事業についてお答

え申し上げます。

まず一つ目、駅の耐震補強事業につきまして

は、補助要件なる１日の１万人以上の利用者を

満たす別府駅を対象にしまして、事業を行うこ

ととしております。

バリアフリー化事業につきましては、こちら

は３千人以上の要件を満たす、かつバリアフリ

ー化が未実施である４駅、鶴崎、大在、別府大

学駅がございますが、こちらについて３２年度

までの国の目標をめどに事業を行うこととして

ございます。

今年度は、鶴崎駅の設計を行っております。

来年度につきましては、その鶴崎駅の工事と大

在駅の設計を行う予定でございます。両事業と

も補助率につきましては、国が３分の１、県と

地元市で６分の１という形でなってございます。

守永委員 ありがとうございます。

移住者居住支援事業と老朽空き家対策促進事

業費、うまく連携をさせながら取り組んでいる

というお話を伺いましたけども、特に空き家対

策については、中心、いわゆる大分市内の、そ

していろんなさまざまな周辺地域も含めて、大

きな課題であろうと思いますし、それにあわせ

て、どれだけ人に住んでもらうかというふうな

観点も大事だと思いますんで、その両方をにら

みながら、ぜひ進めていただければと思います。

あと、国東半島のサイクルツーリズム推進事

業費に絡んで、土木とうまく連携をとりながら、

案内標示板の整備だとか、そういったこともさ

れてるということなんですが、特にそういうイ

ベントをする際には、道路の周辺の景観もよく

するということには注意は払っているんだろう

と思います。

特に、私、感じているのが、土木建築部で道

路の維持管理について、近年、特に雑草が生い

茂る状況が目立つというのが非常に気になって

まして、こういうイベントだけでなく、観光振

興という面で、うまくそういった連携をとりな

がら、県外から来る方々にすばらしいところを

きちんと発信していく、そして見てもらうとい

うことが重要だろうと思いますんで、その辺の

取組、総合的にぜひ連携をとっていただければ

と思います。

あと、鉄道駅の関係では、鶴崎が設計が終わ

ったんで、具体的工事にかかる、そして大在に

ついてはこれから設計に入るというふうなこと

を伺いました。

４駅を対象に徐々にやっていくというふうな

ことだろうと思うんですが、さきほど質問され

た方がいらっしゃいますけども、ＳＳＳとの関

連も含めて、この事業の実施の効果と、やはり

本当の意味でのバリアフリー等、使いやすさを

考えて、さまざまな議論をＪＲのほうともして

いただきたいと思います。

とりあえずお願いということで、終わりたい

と思います。

毛利副委員長 要望ですね。

守永委員 はい。

毛利副委員長 以上で事前通告者の質疑は終わ

りました。

ほかに御質疑のある方は挙手を願います。

志村委員 部長にお尋ねをいたしたいと思いま

す。

私ども、日本と台湾の友好議員連盟、全会派
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で過日立ち上げまして、今交流を進めておりま

すが、先日の花蓮の地震のお見舞いに井上議長

が福岡の総領事をお訪ねをいたしまして、お見

舞金をお渡しをさせてもらいました。

そのときに議長が、今回、世界温泉サミット

があるんで楽しみだというお話をしたら、いや

いや、実は聞いておりませんと、案内もないと

いうお話でありました。議長もびっくりして返

答がなかったようでありますが、私は立ち話で

ちょっと報告を受けているものの、この問題、

やっぱり議事録によるしっかりとした議論を県

議会でしなければいけんなと思って、あえてお

話し申し上げたいと思っております。

たしか、台中との友好協定、廣瀬部長が直接

取り組まれたというふうに認識しております。

さらに、台中路線、今は休止ですが、土田交通

政策課長も神経注いで、その再開に向けて努力

をしていただいております。

こちらからお願いすることは、ぜひお願いし

たい、しかし、これはだめですよ、これは開港

交流ではないと思うんですね。世界温泉サミッ

トは、国と地域ということが明文化されており

ます。何が起きたんでしょうか。

廣瀬企画振興部長 世界温泉地サミットですけ

ども、台湾との交流、私は覚書っていいますか、

結んでずっと進めております。

一方で、世界温泉地サミットですけども、こ

ちらのほうは国環境省の全国温泉地サミットの

合同開催ということになっておりまして、今の

ところ世界温泉地サミット、１６か国、１７地

域ということで、欧州を中心に世界の温泉地の

トップがやってくるということで考えておりま

す。

志村委員 何が起きたのっていうのは、なぜ台

湾、国連的にはチャイニーズタイペイですから

地域ですけども、この該当の範疇であるという

ことで、外れてるのは何かという意味でござい

ます。

舞鶴高校が３年間にわたりましてＳＳＨ、ス

ーパーサイエンスハイスクール、これは台湾の

北投温泉の調査に３年間続けて行ってまいりま

した。さらに第一女子高校、北一女との交流を、

その北投温泉を通じてやっておりますし、しか

も異例中でありますけども、台湾大学、前身が

帝国大学が、台湾大学との交流も舞鶴高校はや

ってらっしゃる。そういう思いを、やっぱりし

っかりと伝えることが私は大事なことだと思っ

ております。

それが大分県の、やっぱり開港に対する意思

だというふうに思っておりますので、何があっ

たかということははっきり申し上げておりませ

んが、察しがつくところ、やっぱり国というこ

とではなかろうかと思いますけども、国も実は

今まで交流協会ということであったのを、日本

台湾交流協会、台湾も台湾日本関係協会という

組織に再編しました。中国はこのことについて

クレームをつけてきましたけども、冠たる姿勢

でそのことを通しております。ですから、国は

決してそうじゃないというふうに私は信じてお

りますんですが、ここでしっかりとしたローカ

ル外交の基本を正確に、熱心に、やっぱり国へ

届けることは一番大事なことだと思っておりま

すので、そこを少し胸襟を開いていただきたい

と思っております。

廣瀬企画振興部長 台湾とは、今、台中市中

心に交流を進めております。ものづくりのビジ

ネス交流の関係、それから観光の関係、これは

サイクルツーリズムも含めて台中市と進めてお

りますし、それから物産、あるいは輸出の関係

ということ、それから訪日、議員の皆さん方に

もいろいろ努力していただきまして、訪日教育

旅行も進んでおります。

ということで、これからも台湾、台中市との

交流を県とすればしっかり進めていきたいとい

うふうに考えております。

志村委員 お答えにはなってないと思うんです

が、日本の温泉は世界に比べまして、みんな服

を脱いで裸のつき合いといいますか、裸で入る

のが日本式の温泉の入り方です。このことを世

界では、ほとんど水着を着て入っているわけで

ありますけども、この日本式の温泉に入る方法

を広めようとしているのは、実は台湾なんです

ね。台湾の、当時、教育部、文部科学省の次官

でありました范巽綠さん、今は高雄市の教育長
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をやっておりますけど、彼女が温泉大使として

日本式、日式温泉の入り方を実は進めておりま

す。まさに大分県でやる、この世界温泉サミッ

トは、そういう日本のいわゆるお風呂、そうい

うものを、入り方も含めて、マナーも含めて広

げていくということも大きな狙いであるとすれ

ば、それを広めているところの国はしっかりと

交流をすべきだというふうに私は思っておりま

す。

今回のことを契機に、しっかりとしたローカ

ル外交の基本にのっとって、しっかりと腹を据

えた、やっぱり開催県としては物を申す、しっ

かりとした柱を立てていくということも大事だ

と思っておりますんで、指摘をしっかりとして

いきたいと思っておりますんで、コメントを一

つお願いします。

廣瀬企画振興部長 台湾、台中市とは、大分県

と台中、台湾との交流というのは、当然ながら

観光、温泉も含めてしっかりやっていきたいと

考えております。

吉岡委員 すみません、通告をしておりません

が、５３ページのおもてなしトイレ緊急整備事

業費についてちょっとお尋ねをしたいと思いま

す。

これは観光地の魅力向上を図るため、市町村

が管理する公衆トイレの緊急的な整備というふ

うになっておりますが、市町村からの要望が上

がってくると思うんですけど、これは観光地と

いうのは、今大体トイレって整備できてるのか

なと、観光施設のところですね。あえて今回、

緊急的っていうことは、今既存の施設のトイレ

の改修とかバリアフリー化とか、そういうこと

になるんですかね。

例えば、観光地の近くに大きな公園、一般の

公園があって、そこも体験型の観光で通る人も

いる、だからそういうところも対象になるのか

なっていうこと。その事業内容、対象内容につ

いてお聞かせください。

もう一つは、今回、県立総合文化センター、

ここは公演する会場の中はトイレはたくさんあ

るんですけども、施設そのものの外からはトイ

レって大変少ないんですね。それを今回の国民

文化祭とかラグビーで人がたくさんお見えにな

るので、外の施設、要するに公演会場ではなく

って、ロビーとかありますよね、そういうとこ

ろにもたくさんトイレを整備する計画があるの

かどうかということをちょっとお尋ねします。

阿部観光・地域振興課長 おもてなしトイレに

ついてお答えします。

実はトイレの整備につきましては、今までも

２７年から今年度まで３か年にわたってトイレ

整備をしてきたところでございますが、来年、

再来年も、ラグビーワールドカップ等に向けて、

徹底してきれいなトイレでお客様をお迎えしよ

うということで、特に市町村が持っている公衆

のトイレ、これを新築も含め、新築だとか改修、

あるいは改築含め、よくしたいということでご

ざいます。

具体的には、各市町村にアンケートをとりま

して、新築したいトイレ、あるいは直したいト

イレはございますかということでアンケートを

とりましたら、平成３０年度には４７か所、３

１年度には１６か所を、今予定として改修の希

望がございます。

具体的に、じゃあどんなところが改修をした

いのかということなんですが、例えば大分市で

あれば、府内アクアパークの中のトイレ、一部

改修したりであるとか、改築したりであるとか

ですね、杵築であれば杵築城下町の資料館であ

るとか、国東であれば文殊仙寺であるとか、そ

ういったところが、やはり和式のトイレを様式

に改修するであるとか、ちょっと面積が小さい

んで広く広げるとか、そういった改築、改修だ

とか、あるいは新設だとか、そういったものの

要望が来ております。

新築については５００万円、改築は３００万、

改修は１５０万円を上限として、２分の１の補

助をしてトイレの改修に努めたいと、改善に努

めたいと思っております。以上でございます。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 県立総合文化

センター本体は改修とかはございませんけども、

国民文化祭は実行委員会形式でやっておりまし

て、その中で議論では、１００日前イベントと

か反省に立って、やっぱりトイレが少ないと、
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階段が上りにくいということで、そういうアク

セス面といいますか、会場の改善の経費は予算

要求されておりますので、国民文化祭のほうの

ほうできっとやられると思います。

吉岡委員 ありがとうございました。

これは、ここの管轄ではないかもしれないん

ですけど、要望として、国民文化祭とかラグビ

ーのその期間だけでも、そういう今言われた改

修した公的なトイレのトイレットペーパーを、

その期間だけは置いて、海外から見えたときに、

日本の人は大体分かってるでしょうけど、私も

海外はよく分かりませんけど、そういう配慮も

期間だけでもと、これは要望しておきたいと思

います。以上です。

毛利副委員長 ほかにございませんか。

二ノ宮委員 すみません。

毛利副委員長 二ノ宮委員は、もうさきほど…

…。

二ノ宮委員 資料の提供。

毛利副委員長 資料の提供。

二ノ宮委員 さきほど、森委員から質疑があり

ました、ツーリズムおおいたの事業の一覧の、

２９年度、３０年度事業の詳細な一覧表をぜひ

お願いしたいと思います。

毛利副委員長 ミカン農家。

二ノ宮委員 資料ということです。後で資料提

供をお願いしたいと。

毛利副委員長 ただいま二ノ宮議員から、ミカ

ン農家に関する資料提供の要望がありました。

お諮りしたいと思います。

ただいまの資料を委員会として要求すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

毛利副委員長 御異議がないので、ただいまの

資料を要求することに決定いたしました。

執行部はよく調整の上、速やかに提出願いま

す。

ほかに質疑もないようでありますので、これ

をもって企画振興部関係予算に対する質疑を終

わります。

午前１１時５０分 休憩

―――――→…←―――――

午後 １時 １分 再開

衞藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。

これより国民文化祭・障害者芸術文化祭局区

関係予算の審査に入りますが、説明は主要な事

業及び新規事業に限り、簡潔かつ明瞭にお願い

いたします。

―――――→…←―――――

国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係予算

衞藤委員長 それでは、国民文化祭・障害者芸

術文化祭局関係予算について、執行部の説明を

求めます。

土屋国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 国民

文化祭・障害者芸術文化祭局の当初予算案につ

いて、お手元の平成３０年度国民文化祭・障害

者芸術文化祭局予算概要及び、１枚別にお配り

しております別紙という資料、この二つを使っ

て説明をさせていただきます。

まず予算概要の１ページをお開きください。

Ⅰ、予算のポイントでございます。

まず、１、芸術文化による創造県おおいたの

推進では、国民文化祭を開催することにより、

次代の芸術文化を担う人材や地域力の育成及び

カルチャーツーリズムの推進に取り組みます。

続いて、２、障害者が地域で暮らし働ける社

会づくりの推進では、全国障害者芸術・文化祭

を開催することにより、障がい者の自立や社会

参加を推進し、共生社会の実現を目指します。

なお、下段に、今御説明しました各政策ごと

に、県政推進指針に基づく事業体系を記載いた

しております。

続きまして、２ページをお開きください。一

般会計の左側、一番左の欄になりますが、国民

文化祭・障害者芸術文化祭局①となっておりま

す欄の予算額Ａ計の欄に記載しておりますよう

に、当局の３０年度当初予算の総額は１０億４，

８５２万５千円でございます。

その行の右端、前年度対比の欄でございます

けれども、２９年度当初予算額と比べて７億７，

７８５万１千円の増、率にして、対前年度３８

７．４％となっております。これは、平成３０

年度がいよいよ本番となる国民文化祭の開催経
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費及び全国障害者芸術・文化祭開催経費の増に

よるものでございます。

それでは、今回の予算に係る主な事業につき

まして、個別に説明してまいります。

９ページをお願いいたします。事業名欄、国

民文化祭開催事業費８億２，８６０万８千円で

ございます。

この事業は、国民文化祭、全国障害者芸術・

文化祭の成功に向け、開・閉幕行事等の県事業、

市町村や団体が行う芸術文化事業への支援、広

報や受け入れ態勢の整備を行うもので、実行委

員会の負担金が主なものとなります。

具体的に、少し細かく説明をさせていただき

ます。別紙となっております１枚紙のほうをご

らんいただきたいと思います。

左上になりますが、県事業の推進として３億

７，０６３万５千円を上げてございます。開・

閉幕式典及び開・閉幕行事におきまして、県民

参加でつくり上げるステージ事業、日本舞踊や

洋舞踊の祭典等の事業を着実に実施するための

経費です。また、機運の醸成を図るため、１０

０日前、５０日前などの節目にプレイベントを

実施いたします。

その右側、市町村・団体等の支援３億６，０

０１万３千円につきましては、県内を五つのブ

ロックに分け、それぞれテーマを設定して地域

別、分野別事業を行うこととしておりまして、

事業主体となります市町村実行委員会や芸術文

化団体に対して助成を行うものでございます。

次に、左下になりますが、県内外からの観客

等の受け入れ準備で１，９１２万６千円でござ

います。これは、県内五つのブロックをめぐり

ながら、伝統芸能や地域の祭り、食などを芸術

文化事業と一緒に体験して楽しんでもらうカル

チャーツーリズムを実施するとともに、運営ボ

ランティアの研修やトラベルセンターの設置を

行い、県内外からの観客の受け入れに万全を期

すものでございます。

さらに右側、戦略的広報の展開、４，２７７

万１千円では、県内外から多くのお客様におい

でいただくために、ＳＮＳ等、各種ツールを活

用するとともに、県外でのパブリシティ活動等、

さまざまな手法を用いまして県内外に情報発信

を行うものでございます。

再び資料を戻りまして、予算概要書のほう、

１２ページをお願いいたします。事業名欄、全

国障害者芸術・文化祭開催事業７，６２３万５

千円でございます。

この事業は、全国障害者芸術・文化祭の成功

に向け、各種の障がい者芸術・文化事業を実施

するものでございます。

具体的に、すみません、再び１枚紙のほうを

ごらんいただきたいと思うんですけども、下の

欄になりますけれども、こちらの配りました別

紙のほう、詳細を説明させていただきます。

左の県事業の推進として、７，１６０万２千

円でございます。①県主催事業の実施として、

さまざまな形で障がい者アート事業を展開する

ものです。障がい者みずからが芸術活動に参加

し、発表する機会となる公募作品展や、全国の

障がい者アート支援の取組を紹介する展示事業、

障がいのある方とない方がともにつくり上げる

ダンスや音楽のステージ事業、障がいのある方

とない方が一緒に楽しむワークショップや文化

祭の取組定着を図る地域ミーティングを実施し

ます交流事業、また、本県と文化祭のサテライ

ト開催都道府県が連携しまして、障がい者アー

トの活動支援や活用に向けての情報交換、ネッ

トワークづくりを目的としたフォーラムを全国

連携事業として実施いたします。

なお、開・閉幕に係る式典及びステージ等は、

国民文化祭と一緒に行うため、国文祭での予算

計上となっております。

次に、資料の右側になりますけれども、市町

村・団体等支援の９８万２千円です。①障害福

祉団体主催事業に対する支援にあります展示事

業のときめき作品展につきましては、大分県障

害者社会参加推進センターが文化祭事業として

実施する経費に対する補助を県で直接執行する

ため、実行委員会負担金とは別に計上しており

ます。

また、②の市町村実行委員会事業に対する支

援につきましては、資料上段の国民文化祭開催

事業の市町村、団体等の支援、市町村実行委員
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会に対する支援の一部を再掲したものとなって

おります。

以上が国民文化祭・障害者芸術文化祭局の平

成３０年度当初予算に係る主な事業でございま

す。よろしく御審議のほど、お願いをいたしま

す。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が２名おります。

それでは、順次指名してまいります。

原田委員 いよいよ７か月後に開催があるとい

うことで、大変準備に忙しいことだと思います。

私は、この文化祭の、とりわけ開会式につい

て質問させていただきたいと思います。

実は福祉保健生活環境委員会では、昨年９月

に行われた奈良大会の開会式に出席しました。

もちろん皆さん方もお見えになってました。開

会式は皇太子殿下御夫妻をお迎えして、東大寺

大仏殿の前で行われましたが、古都の歴史と現

代芸術が融合されたすばらしいものでした。

今年１０月６日に行われる大分大会の開会式、

全国の皆さん方に大分らしさが伝わればと期待

しているところでありますが、どのような開会

式になるのか、言える範囲でまたお答え願えれ

ばと思います。

そのとき感じたんですけど、奈良大会の開会

式入場に当たっては、事前の許可証とともに身

分証を提示しての本人確認、そして、飛行機に

搭乗する際のようなセキュリティーチェックが

ありました。世界で不特定多数を狙ったテロ事

件が起きている中で、セキュリティーの確保は

最重要だと考えます。その対策についての考え

をお聞かせ願いたいと思います。

秋月事業推進課長 開幕の行事につきましては、

１０月の６日の土曜日の午後に、ｉｉｃｈｉｋ

ｏ総合文化センターから県立美術館までの、い

わゆる芸術・文化ゾーンをフルに活用いたしま

して実施をすることとしております。

開会の式典に引き続きまして、オープニング

ステージでは佐伯市御出身の芥川賞作家であり

ます小野正嗣さんによります脚本、また、若手

振りつけ家のトップランナーであります大分市

御出身の穴井豪さんの舞台演出によりますオリ

ジナルのステージ「ヨロコビ・ムカエル？」を

御披露することとしております。

出演者につきましては、大分にゆかりのある

方を広く募集をいたしまして、現在３歳から８

２歳まで、障がいのある方も含めまして、約２

００名の方がダンスを中心としたすばらしいス

テージになりますように、練習を重ねていると

いうところでございます。

また、本県の伝統芸能も、そのステージの中

で御披露する予定となっております。

また、大型のスクリーンやＬＥＤビジョンを

活用するなどして、創造的な空間を生み出すと

ともに、光や音、映像を駆使しまして、幻想的

な世界を演出する予定としております。

また、舞台のみならず観客席なども会場をフ

ルに使いまして演出をしたいと考えているとこ

ろでございます。

大分県民が一からつくり上げるオリジナルの

ステージ、全国に向けて、そうしたすばらしい

ステージを発信してまいりたいと考えていると

ころでございます。

また、国民文化祭行事につきましては、従来、

皇室が御臨席をされる行事となっておりますこ

とから、セキュリティーの確保につきましては、

一層慎重な対応が求められているところでござ

います。したがいまして、大分大会でも、奈良

大会と同様に、手荷物の検査であったりとか、

本人確認といったようなことを行う必要がある

と考えられております。

いずれにしましても、警察等と協議をしなが

ら万全の体制で進めてまいりたいと考えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

河野委員 開会式、とても楽しみです。奈良大

会のときに、開会式のセキュリティーチェック

のときに思ったんですけど、チェックは厳しい

んですけど、物々しさを感じさないといいます

か、そういった雰囲気は本当に感じられたセキ
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ュリティーチェックの仕方でしたんで、ぜひと

もそういった形で、参加される方、見られる方、

ゆっくり楽しめるようなセキュリティーチェッ

クにしていただきたいなというふうに思います。

以上です。

衞藤委員長 いいですか。

守永委員 ありがとうございます。１点質問な

んですけども、国民文化祭と全国障害者芸術文

化祭、障がい者の参加についてお尋ねしたいん

ですが、この国民文化祭、全国障害者芸術文化

祭が大分県らしく運営されるというために、や

はり障がいのある方々が国民文化祭の、いわゆ

る障がい者部門とは別建てにはなるわけですけ

ども、その国民文化祭のプログラムにやはり参

加できる配慮がなされるべきだろうというふう

に思ってますんで、予算編成に当たって、その

ような配慮がなされているのかお伺いしたいと

思います。

高橋企画・広報課長 １点、御質問がございま

した。

国民文化祭と障害者芸術文化祭への、障がい

者の企画への参加ということでございました。

今回、大分県では、全国で初めて国民文化祭

と全国障害者芸術文化祭を全市町村で、同一期

間でやるという画期的な開催になってございま

す。文化祭の開催に当たりましては、この二つ

の文化祭を一体的に審議をいたします県実行委

員会に障がい者の団体の代表の方も入っていた

だいてございます。意見もいただくということ

で進めているところでございます。

また、この実行委員会のもとに、全国障害者

芸術文化祭の企画あるいは運営面での配慮事項

等について協議をいたします企画運営委員会、

これを設置してございまして、その中には福祉

施設の団体の会長あるいは特別支援学校の校長

のほか、障がい者、支援者、御本人も入ってい

ただいてるということで、具体的な提案をいた

だいてるところでございまして、それをまた事

業内容にも反映しているということでございま

す。

また、同じく実行委員会の下部組織でござい

ます観光おもてなし部会というのがございます。

その下に、障がい者や障がい者施設の担当者等

から成ります実行部隊実務者会議、これを設置

をいたしまして、イベント運営とか障がい者の

おもてなし等につきまして、具体的な意見を言

っていただいてございます。

昨年１０月に１年前イベントを開催いたしま

したけれども、この実務者会議のメンバーが、

その１０月１日の事前に会場を実際に歩くなど

いたしました。実踏をいたしまして、障がい者

のイベントの運営とかおもてなし等について、

より具体的な御提案をいただいたということで

ございました。その中には、例えばスロープを

設置をすると、あるいは放送が聞こえない聴覚

障がい者に配慮いたしまして、プラカード要員

を設置をするといったような対策も行いました

けれども、そのイベント終了後も、きっちりそ

れについて反省をして、これを本番に生かすと

いう構えをしてございます。

また、障がい者の参加する具体的事業につき

ましては、開幕ステージはもちろんでございま

すけれども、障がい者の作品展示あるいは障が

いのある方とない方がともにつくり上げる音楽

やダンスのステージ発表といったようなことに

つきましても、企画運営委員会からの意見を踏

まえた内容としてございます。

また、これらに加えまして、１０月の６日か

らの本番につきましては、障がいのある方にも

安心して参加していただけるよう、手話通訳、

要約筆記、これはもちろんでございますけれど

も、スロープも強固なものにしないと意味がな

いということもございましたので、そういった

強固なスロープの設置あるいは車椅子利用者の

動線の確保、非常に混雑をして動線がうまく確

保できなかったという反省がございましたので、

そういった点、さらには交通、宿泊事業者を対

象にいたしました研修の実施、そういったこと

についても、受け入れ体制についても、しっか

り万全を期してまいりたいというふうに考えて

ございます。以上でございます。

守永委員 ありがとうございます。企画段階で

これだけ丁寧に、かなり工夫を凝らしてやって

いるんだなというのが、今、感じられたんです
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けども、これだけの準備をするわけですから、

ぜひ大分県でも障がいのある人もない人も心豊

かに暮らせる大分県づくり条例できたわけです

けども、その条例の趣旨にのっとって、全市町

村で行われるということもありますから、全市

町村で、この条例が普及できることもちょっと

配慮いただきながら、イベントをするときに、

こういうことが配慮をしてきたよということを、

ぜひまとめていただいて、今後のさまざまな市

町村段階での企画運営の参考になるようなもの

をまとめていただければ助かるなと思いますの

で、ぜひ、そういった面を御検討いただければ

と思います。要望として投げかけて終わります。

衞藤委員長 以上で、事前通告者の質疑を終了

いたしました。

ほかに質疑のある方は挙手をお願いいたしま

す。

麻生委員 お世話になります。１１ページの事

業費のところで、障がい者福祉費の国庫支出金

として、財源７，０５０万という記載があるん

ですが、たしか文化庁であるとか、この事業が

今回初めて一体開催という形になった関係で、

国庫支出金の部分が減ったということはあるの

かなという、そこの部分がちょっと心配なのと、

文化庁の直接主催事業的なものが、ここの予算

案に出てこない部分が、別に隠れているのかな

と。たしか文化庁が、何か開催年度に２億円ぐ

らい、これまで各都道府県で出してたような記

憶があるんですが、その点について説明いただ

ければと思います。

秋月事業推進課長 厚生労働省からの補助金に

ついてでございますけれども、今回、私どもの

大分県は、全市町村で障がい者事業を進めたい

ということで、厚労省にも補助について強く要

望してまいったところでございます。そのあた

りをおくみ取りいただきまして、幸い、今年度

行いました奈良が３，５００万円程度だったと

聞いておりますけれども、それ以上の金額を補

助していただけるということになっております。

文化庁からいただく２億円についてでござい

ますけれども、今回、私どもの開幕行事であっ

たりとか、広報といった経費に充てて執行する

こととしております。文化庁が直接行う事業に

つきましては、直接行う事業は、大分県の中で

は特に実施があるということはございませんけ

れども、今回、厚労省のほうでサテライト開催

ということで、他県と連携して事業を行うとい

うものがございます。

高橋企画・広報課長 国庫の大きなほう、２億

５００万円というのは、今のところ去年と同額

でございます。これ以外に、どうやら、今、検

討されているものがあるように聞いております

が、それはちょっとまだこちらのほうには具体

の数字を教えていただいてないという状況です。

麻生委員 ということは、この予算案の中に入

ってきてない部分が文化庁のほうで事業として

は、大会としてはあるということでよろしいわ

けですね。

高橋企画・広報課長 うちの予算に反映されな

い部分がどうもあるんじゃないかなというふう

に、何となくのイメージで、何となくというか、

そういう前ぶれがございました。ちょっと具体

の話はまだいただいてないので。

衞藤委員長 いいですか。

ほかにございませんか。

戸高委員 ありがとうございます。すみません、

戦略的広報の展開ということで、隅々まで届け

る広報の推進、このシティードレッシング、こ

れ、どのぐらいの時期から、どのぐらいの規模

でちょっとされるのかということをお聞きしま

す。

それと、芸術文化に関係ある方は、もう早い

段階から非常に、この国民文化祭楽しみにして

おりまして、本当に一生懸命携わっていただい

とるんですが、先日、三、四十人集まりの中で、

国民文化祭の認知度を確認しようと思って、私

聞きましたら、知ってる方ゼロでした。毎回ゼ

ロというわけじゃないんですけど、事あるごと

に聞くんですけど、本当に関係ない方は全く関

係ないというか、知らないんだなというか、も

う耳に入らないんだなという思いがありました。

知事が国民総参加のお祭りだということで、今

回、取り組んでいただいておりますんで、その

辺の周知の仕方、国民、県民総参加ということ
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になるための取組、周知をどうするかというこ

とをちょっとお聞きしたいと思います。

高橋企画・広報課長 こちらの１枚紙の戦略的

広報の展開というところでございます。

シティードレッシングのお話でございますが、

この③の隅々まで届ける広報の実施ということ

で、これ、金額入れてございませんが２，５０

０万ほど、今のところ計上させて、予算案では

計上させていただいてございます。シティード

レッシングは、事前にするものもあるんですけ

れども、どちらかというと、もう直前に、例え

ば商店街でお茶席をセットしたりとか、旗を立

てたりとか、そういったものを想定してござい

ます。ここで、それ以外で各種広報ツールを活

用した県内広報といったものも、これはもう事

前にどんどんやっていってございますが、グッ

ズを今いろいろつくってございますので、そう

いったものは事前にありますけれども、シティ

ードレッシングはそういったこと。

それとあと、空港とかＪＲ、こういったとこ

ろにデジタルサイネージ、空港をごらんになっ

たことがあるかと思います。階段のところに、

大きな傘の、野点の傘の絵を入れてございます。

あれ、結構目立つかなと思ってるんですが、そ

ういったものも今やっておりますし、それから

バスのラッピングですね。今、市内を２台ぐら

い、黄色い目立つやつが走ってると思いますけ

ど、それはもう今でもやってございます。そう

いったことをやっていると。機運醸成ですね、

広報なかなか知らないと、大分県であることを

なかなか知れ渡ってないということでございま

すけれども、それでも、かなり浸透してきたか

なというふうには思ってございますけれども、

これから、一つは各市町村の事業が予算の関係

等もございまして、まだ、大っぴらにこういう

のをやるというのを、十分まだ説明できてない

部分がございます。これ、４月に各市町村での

実行委員会がございますので、その場で公式に

決定をした後に、ちょっとまだここでは言えま

せんが、かなり有名な方が来たりとか、いろん

なイベントをするように計画をしてございます

ので、そこからもう一段の広報ができるかなと

いうふうに考えてございます。引き続き一生懸

命やっていきたいというふうに考えております。

以上です。

衞藤委員長 ほかに御質疑ありませんか。

末宗委員 今、戸高議員の質問と同じで、ちょ

っと課長のほうからも答弁があったような感じ

なんですけど、芸術文化に関する関心がなかな

か、人、人間それぞれでございますので、関心

の深い人から関心の薄い人まで、県民いろいろ

いるわけやけど、一層盛り上げるために、今、

課長が予想だにしない人を大分県に呼ぶとかい

う発想もあるみたいだけど、昨今、私がテレビ、

新聞等でよく見るのに、芸術文化に一番日本の

近い部分ですけど、先日、国民栄誉賞を羽生善

治さんと井山裕太さんが囲碁将棋で受賞したわ

けですけど、非常に芸術文化というか勝負事と

いうか、非常に中に含まれると思う。それと、

一番、今日もテレビで、今やってたんですけど、

藤井、今、五段かな、五段が十五、六連勝して、

昨年は２９連勝した。非常に国民が関心が深い

わけですよね。もう昨今の状況を見たら、そう

いう試合を、この国民文化祭に合わせて企画す

るとか、そういうのをやったら、非常にまた一

層、芸術文化の分野から、また一層、大分県民

の関心が広がるんじゃないかというような気が、

今、・・・の会場でいたしました。そういうも

のももしできたら、含めて御検討をお願いいた

したいという気持ちでございます。ちょっとコ

メントをよろしくお願いいたします。

土屋国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 二つ

お返事をさせていただきたいと思います。

一つは、なかなか県民の皆様に国民文化祭に

ついて周知ができないということで、さきほど

課長のほうからもお返事をいたしましたけれど、

内容が決まりましてからというのもありますけ

れども、私ども、どうしても広報すると、その

相手というのが比較的偏りがちかということも

ございまして、今年度は企業の皆様にお願いを

するということで、国民文化祭があるというこ

とを、まず、県民の皆様にお知らせするのに、

広報に御参加いただけないかということをお願

いをしたところです。
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県内の金融機関、大手のところはほとんどそ

うしていただいたんですけれども、今年のカレ

ンダーの中に、国民文化祭がある年ですよとい

うことをすり込んでいただいたりということで、

なかなか文化と関係ないところでも手にすると

ころに広報が行くようにということを努力をし

てるところですけれども、この後、中身が決ま

りましたら、ラジオ、それからテレビ等も活用

いたしまして、ますます進めていきたいという

ふうに思っております。

それから、今、プロの試合というのがござい

ましたけれども、囲碁の大会というのがありま

すけれども、著名な方ということではないでし

ょうけど、プロ、アマ、それぞれの分の部があ

ったりします。ただ、多分これは言っていいん

だろうと思うんですけれど、俳句とか、いろい

ろなところで、今、夏井いつきさんとか、非常

に有名な方、県民の皆さん、御存じの方いらっ

しゃるんですけど、そういう方をゲストに招い

てというような、いろんな分野でやっぱり文化

に直接関係のない方も、ああ、テレビで見たあ

の人とか、あの人のこととかいうことができる

ようにということで、各事業主体が一生懸命工

夫を凝らしていただいておりますので、どの程

度できるか分かりませんけれども、一生懸命頑

張らせていただきたいと思います。

堤委員 さっきの高橋課長の話を聞いて、交通

事業者の研修、最初のオープニングステージの

ときには、かなり障がいの持ってる方もいろん

な交通手段で来ると思うんですね。つまり大分

駅から歩いて来る方もおられるでしょうし、バ

スで来る方もおられるでしょう。または、リフ

トつきの乗用車で来る方もおられる。そういう、

何というか、動線、会場の中の動線は分かるん

だけれども、そういう、その拠点から来る動線、

それについてはどういうふうに検討をされてる

のかなというふうな、安全がもう一番ですから

ね。そういう点ではどういう形で検討をされて

るかということを少し教えてください。

高橋企画・広報課長 例えばオープニングイベ

ントについてでございますけれども、大分駅か

ら芸術文化ゾーンまでは、臨時のバスを、今、

出そうというふうに考えてございます。それと

あわせて、ボランティアもポイント、ポイント

で配置をするということを考えてございます。

それから、各市町村におきましても、交通の結

節点から会場まではシャトルバスを運行すると

いう計画も、今、検討中でございますので、そ

の辺、十分留意して安全等留意してまいりたい

と思います。以上です。

秋月事業推進課長 障がい者の開幕への御参加

について、少し補足をさせていただきたいと思

います。

現在のところ、考えられている案ではありま

すけれども、障がい者の皆様方には事前にお申

し込みをいただきまして、ｉｉｃｈｉｋｏ総合

文化センターの地下の駐車場を優先的に使って

いただきたいなと考えております。それととも

に、また大分駅周辺からはシャトルバスを運行

させていただくなど計画していきたいと思いま

す。何よりも障がいのある方が参加しやすい環

境づくりを整えてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

衞藤委員長 ほかに御質疑ありませんか。

吉岡委員 ちょっと提案なんですけど、お尋ね

と。周知って大変難しいと思うんですけど、学

校現場でも、公民館は多分張ってあったと思う

んですけど、例えば学校がもししてあればいい

し、もししてなければ、特に県立高校とか、も

うおとなにもなってきますので、こういう張る

ことによって、このロゴマークもとてもすてき

ですし、学校で校長先生の話の中でちょっとす

るとか、そうすると、家庭に帰って話をすると

か。できれば学校でしてあればいいですし、も

ししてなければ、せめてポスターを張るとか、

そういう周知の方法もあるのかなとちょっと今

考えておりましたので、何かあれば教えてくだ

さい。

高橋企画・広報課長 実は、学校にはもう配っ

ているんですが、すみません、たまたま目に触

れてなかったのかもしれませんが、あと学校の

配布はもちろんやっておりますが、教育委員会

ともいろいろ協力をして、例えば今度の予算で

も、各小学生がウエルカムカードというのを、
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それぞれ書いていただいて、会場に来た方に配

るという事業も教育委員会のほうでやっていた

だいてると思います。

それから、先哲史料館とか図書館あたりでも、

記念の事業をやるというようなことも、今、計

画をしてございます。ありがとうございます。

衞藤委員長 いいですか。

木田委員 ありがとうございます。土屋先輩に

記念に質問をさせていただこう、要望をさせて

いただこうと思いまして、今回のイベントを通

じてのレガシーですね、どういったものが求め

られるかということがあると思うんですが、や

はり障がい者への理解が深まるかどうかという

のは、このイベントを通じてレガシーとして大

切なものだというふうに思っております。

今、ＪＲの駅の無人化についても、いろいろ

と議論が、議会でもあってもおりますけども、

交通事業者も努力する必要あると思いますけど

も、ロサンゼルスですかね、バスで車椅子の方

が列に並んだら、ゴー・アヘッド、キャン・ユ

ー・ヘルプ・ユーということで、みんなで乗せ

てあげるというのが文化としてあるということ

は伺ったことあるんですけども、やっぱりこう

いったイベントを通じて、そういった文化がこ

の大分に根づくと、また、すばらしい一つレガ

シーになるんじゃないかと思いますけども、土

屋先輩、どうぞよろしくお願いいたします。

土屋国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 あり

がとうございました。国民文化祭全体につきま

しては、人材の育成でありますとか、永遠に残

していくレガシーというのはたくさん、地域力

のアップとかいうことがございます。

特に障がいの部分に関しましては、今、委員

おっしゃられましたとおり、まず、障害者芸術

文化祭の視点からいいますと、障がい者のアー

ト活動というものに対して、まず知っていただ

きたい。まだ、今まで大分の方、皆さん目にす

る機会がないので、どれだけすばらしい作品が

できるかというのも知っていただきたいという

のもございます。それから、たくさんの方を今

度はお迎えするということで、今、例えばユニ

バーサルドライバーの育成とか、そういうこと

も来年の私どもの予算のほうに計上させていた

だいてるところですけれども、そういうお迎え

する、障がい者の方も大分を楽しく旅ができる

ようにというような、いろんなおもてなしの工

夫もしておりますので、そういうことを積み重

ねていきたい。その中で、もともと車椅子マラ

ソンでいろいろ培ってきた大分のノウハウとい

うのがございますので、そういうものがますま

す積み重ねられていければいいなというふうに

思っております。

レガシーとしては、実はもう一つうれしい取

組が始まっておりまして、建設業協会と、それ

から障がい者アートの部分が、この後、道路工

事標識ですね、道路工事、いつからいつまで工

事がありますというのがありますけど、そこに

障がい者アート作品を入れていただけるという

ことで、先般、協定を結ぶということに立ち会

わせていただきました。そうやって、少しずつ

取組が広がっていくことを期待したいと思いま

す。一生懸命、そんな、つながるように頑張っ

ていきたいと思います。ありがとうございます。

衞藤委員長 ほかに御質疑ありませんか。

ほかに質疑もないようですので、これをもっ

て国民文化祭……。ごめんなさい。

秋月事業推進課長 すみません、さきほどの麻

生委員の御質問の中で、私の発言がありました

こと、一つ訂正をさせていただきたいんですけ

れども、奈良大会の障がい者の国庫補助ですけ

れども、３，５００万円程度だったかと申し上

げたんですが、正しくは４，５００万円という

ことで、訂正をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。

衞藤委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって国民文化祭・障害者芸術文化祭局

関係予算に対する質疑を終わります。

なお、執行部が入れ替わりますので、しばら

くそのままお待ちください。

―――――→…←―――――

福祉保健部関係予算

衞藤委員長 これより福祉保健部関係予算の審
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査に入りますが、説明は主要な事業及び新規事

業に限り簡潔かつ明瞭にお願いいたします。

それでは、福祉保健部関係予算について、執

行部の説明を求めます。

長谷尾福祉保健部長 よろしくお願い申し上げ

ます。福祉保健部で御審議いただきます予算議

案でございますが、第１号議案と第３号、第４

号議案の合計３議案でございます。

それでは、まず第１号議案平成３０年度大分

県一般会計予算のうち、福祉保健部関係につき

まして、御説明申し上げます。

お手元の平成３０年度福祉保健部予算概要の

１ページをお開きください。

まず、平成３０年度福祉保健部当初予算の概

要についてでございますが、当部では、平成３

０年度県政推進指針に基づきまして、１、子育

て満足度日本一の実現、２、健康寿命日本一の

実現、２ページに移りまして、３、障がい者が

地域で暮らし働ける社会づくりの推進、４、地

域社会の再構築、５、災害に強い社会づくりと

県土の強靱化による防災力の強化の五つの政策

について、事業を展開することとしております。

続きまして、歳出予算の概要について御説明

を申し上げます。

５ページをお開きを願います。今回、計上し

ています平成３０年度当初予算案の福祉保健部

一般会計の額でございますが、上の表の左から

２番目の予算額（Ａ）欄のうち、福祉保健①の

計の欄にございますように、９６１億１，６７

６万５千円でございます。これを２９ページ度

当初予算額（Ｂ）欄と比較いたしますと、２１

億８，３６４万２千円、率にして２．２％の減

となっておりますが、この主な理由といたしま

しては、一つは、国民健康保険制度改革に向け

まして、財政安定化のため、平成２７年度から

今年度にかけて造成してまいりました、大分県

国民健康保険財政安定化基金の積立額が大幅な

減となったこと、二つは、国民健康保険基盤安

定化事業につきまして、人口の自然減に加え、

雇用改善等に伴い健康保険への転出によりまし

て、国民健康保険の被保険者数が減少し、医療

給付費に応じて県が支出する法定負担金が減額

となったということでございます。

それでは、重点事業、新規事業の主なものに

つきまして、県政推進指針の政策に沿って御説

明を申し上げます。

ちょっと飛びますけども、７６ページまでお

願いをいたします。７６ページでございます。

まず、子育て満足度日本一の実現についてで

ございます。

本県の一昨年の合計特殊出生率は１．６５と

２２年ぶりに１．６台へ回復をいたしましたけ

ども、未婚率や初婚年齢の上昇に伴い、婚姻件

数は減少を続け、出生数も過去最少を更新して

おります。一方、多くの若者には結婚の希望が

あることから、これを実現することが重要であ

ります。

事業名欄一番上のおおいた出会い応援事業費

２，８６１万５千円でございますが、この事業

では、若者の結婚の希望を実現するため、独身

男女の出会いの場を創出いたします。一番上の

二重丸、出会いサポートセンターの設置、運営

では、婚活イベントの実施に加えまして、結婚

を希望する独身者を対象に会員を募集し、個別

に引き合わせするなど、多様な出会いの場を提

供いたします。また、二つ目の二重丸、結婚・

子育てポジティブキャンペーンでは、インター

ネットやテレビＣＭを活用して、結婚や子育て

にプラスイメージを広めるキャンペーンを実施

し、社会全体で結婚を応援する機運の醸成を図

ります。また、少子化の進行に歯どめをかける

ためには多子世帯の支援も欠かせません。一つ

下のおおいた子育てほっとクーポン利用促進事

業費８，３９４万８千円でございますが、子育

て支援サービスの利用促進を図り、子育て世帯

の負担を軽減するため、出生時に配布している

おおいた子育てほっとクーポンについて、３歳

以上の兄や姉にも使えるようにするとともに、

放課後児童クラブなどメニューを拡充した上で、

第１子１万円、第２子２万円、第３子以降３万

円と配布額を増額して実施するものでございま

す。

７８ページまでお願いをいたします。７８ペ

ージでございます。
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国は、子育て安心プランにおいて、女性の就

業率８０％に対応できる保育の受け皿の拡大と、

それを支える人材確保を施策の柱としておりま

して、これを踏まえ、県としても待機児童の解

消に向けた取組をより一層進めてまいります。

一番上の保育環境向上支援事業費２，８３１

万９千円です。この事業は、保育所や認定こど

も園の新設等により、保育の受け皿が拡大する

ことに伴い、必要となる人材を確保するため、

新卒就職者の確保や潜在保育士の再就職支援、

保育現場の働き方改革に取り組むものでござい

ます。

一番上の二重丸、資格取得と県内就職支援で

は、保育の仕事就職フェアを新たに福岡でも開

催いたします。二つ目の二重丸、就業継続支援

としては、保育現場の働き方改革研究会を開催

し、保育業界における働き方改革に対する機運

の醸成や職場環境改善を図ることとしておりま

す。また、三つ目の二重丸、潜在保育士の再就

職支援では、潜在保育士にダイレクトメールを

送り、情報提供や意向調査を行うことなどによ

りまして、再就職につなげてまいります。

８０ページをお開き願います。保育ニーズの

高まりに伴いまして、小学校入学後に放課後児

童クラブを利用する児童も増加しており、小学

生を安心して預けられる環境の整備が重要であ

ります。

上から２番目の放課後児童対策充実事業費６

億９，８５６万円では、一つ目の二重丸にあり

ますように、クラブの運営費の補助に加えて、

新たに長期休暇中の定員拡大を行うクラブへの

補助や、空きビル等を活用してクラブを実施す

る場合の賃借料の補助を行います。一番下の二

重丸では、先進的な運営を行うクラブの紹介や

新たな運営主体の参入を促す取組により、体制

強化を図ります。加えて、その下の放課後児童

クラブ施設整備事業費３，６８１万７千円では、

待機児童が発生している地域を中心に、５市町

１９クラブの施設整備に要する経費を助成いた

します。

９２ページをお開き願います。平成２８年国

民生活基礎調査結果では、およそ７人に１人の

子どもが相対的貧困状態に置かれており、子ど

もの将来が、その生まれ育った環境によって左

右されることがないよう、貧困等の問題を抱え

る子どもに対する支援が求められております。

子どもの居場所づくり推進事業費５４２万７千

円では、子どもの貧困対策をさらに推進するた

め、近年、民間主導で広がりを見せている子ど

も食堂をはじめとした、子どもの居場所づくり

を推進するため、二つ目の二重丸にありますよ

うに、子ども食堂等の新規開設や既存の子ども

食堂等が新たに学習支援やレクリエーションを

行う際に要する経費に対して補助をいたします。

恐れ入りますが、５１ページにお戻りを願い

ます。５１ページでございます。

次は、健康寿命日本一の実現についてであり

ます。

先般、平成２８年の健康寿命の調査結果が公

表され、まことに残念ながら、男性が２５年の

１６位から３６位に、女性は１０位から１２位

へと順位を下げました。この結果を受けとめ、

改めて取組の重要性を認識するとともに、一段

と努力をしてまいります。

特に、今回、順位を下げた原因といたしまし

て、２０代から４０代の働く世代の健康が考え

られることから、この世代へのアプローチが重

要と思います。

一番上のみんなで進める健康づくり事業費２，

３１５万９千円では、二つ目の二重丸、まず野

菜・もっと野菜プロジェクトにありますように、

特に若い世代に足りない野菜について、野菜摂

取３５０グラムの取組を強化するため、啓発キ

ャンペーンの実施や野菜たっぷりメニュー協力

店の拡大等に取り組みます。三つ目の二重丸で

は、働く世代の健康づくりを強化するため、健

康経営事業所の登録・認定拡大に向けた健康経

営推進員の養成を行います。一番下の二重丸で

は、主に働き盛りの健康無関心層に対しまして、

今年４月から本格運用する健康アプリ、おおい

た歩得の魅力をテレビ番組やＣＭ等で発信し、

楽しみながら健康づくりに取り組めるよう利用

者の拡大を図ります。

恐れ入ります。３１ページにお戻りを願いま
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す。３１ページです。

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を

見据え、在宅療養等を望む要介護高齢者や慢性

疾患患者等ができるだけ住みなれた地域で日常

生活を送ることができるよう、地域包括ケアの

取組を深化させ、医療と介護の連携を強化する

必要があります。

上から２番目の在宅医療提供体制整備事業費

１，４４４万８千円では、高齢化の進展により、

医療と介護の両方を必要とする県民が増加する

ことを見据えまして、退院から日常の療養管理、

みとりまで、多職種協働により一貫した在宅医

療提供体制の整備を進めます。

一つ目の二重丸、在宅医療を担う人材の育成

では、入院患者が退院後、円滑に在宅療養生活

を送ることができるよう、看護師や医療ソーシ

ャルワーカーなど、医療機関の退院調整担当者

に対して研修を行いまして、入院早期から退院

後を見据えた退院支援体制を強化いたします。

二つ目の二重丸では、訪問診療に必要とされる

ものの高額であるため、単独の医療機関での整

備が困難なポータブルのエックス線撮影装置な

どの医療機器を整備する郡市医師会に対して助

成をいたします。

６２ページをお開き願います。

一番上の地域包括ケアシステム構築推進事業

費１，６６３万８千円では、新たな取組として、

一つ目の二重丸、重度化防止に向けた地域ケア

体制の整備にありますように、介護度の高い高

齢者の重度化防止に向けまして、医療・介護関

係者の相互理解を促すとともに、ケアプラン作

成時にかかりつけ医等との連携を促進すること

で、退院時から在宅療養まで切れ目のない情報

共有体制を整備をいたします。

一方、少子高齢化が進展する中、元気な高齢

者の活躍は欠かせません。

６３ページ、次のページでございますが、一

番上、いきいき高齢者地域活動推進事業費１，

１６３万６千円では、一つ目の二重丸にありま

すように、元気な高齢者による生活支援サービ

スや子育て支援など、新規事業の立ち上げを支

援するとともに、立ち上げた事業者に対するフ

ォローアップを実施いたします。二つ目の二重

丸では、これらの活動に結びつけるため、アク

ティブシニア講座を実施し、担い手の養成を図

ってまいります。

６５ページをお願い申し上げます。

本県の認知症高齢者は、２０１５年の６万人

から２０２５年には７万３千人まで増加するこ

とが見込まれており、認知症の方とその家族に

対する支援の強化が求められております。

認知症にやさしい地域創出事業費３６１万７

千円では、一つ目の二重丸、早期診断・早期対

応力強化にありますように、認知症地域支援推

進員等を対象とした研修を実施するとともに、

市町村圏域を超えた広域の徘回見守りＳＯＳ体

制を整備いたします。二つ目の二重丸では、若

年層の家族介護者や介護従事者が気軽に相談し、

情報共有できる場づくりを推進するため、認知

症カフェに対してアドバイザーの派遣等を行い

ます。

続きまして、１０１ページまでお願いを申し

上げます。１０１ページでございます。

障がい者が地域で暮らし働ける社会づくりの

推進についてであります。

現行制度では、重度障がいのある方々が医療

費の還付を受ける際、その都度、市町村窓口に

申請に出向く必要があり、その負担の軽減が長

年の懸案となっておりました。

一番下の重度心身障がい者医療費給付事業費

１０億６６６万円では、二つ目の二重丸にあり

ますように、重度心身障がい者医療費助成の現

行給付方式を、市町村の窓口に出向かずに医療

費の還付を受けられる自動償還払いに移行する

ため、市町の電算システム整備に対しまして助

成を行います。平成３１年度のできるだけ早い

時期から医療機関での受診データを市町に転送

することによりまして、請求手続を簡素化し、

障がい者や御家族の負担軽減を図ってまいりま

す。

１０３ページをお開き願います。

平成２９年の本県の障がい者雇用率は２．４

４％で、全国５位でありますけども、１位奪還

のためには、より戦略的に取組を強化する必要
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がございます。障がい者就労環境づくり推進事

業費３，８５６万５千円は、障害者就業・生活

支援センター等に障がい者雇用アドバイザー６

名を引き続き配置し、これまでの取組に加え、

法定雇用率引き上げに伴い、新たに障がい者雇

用が義務づけられる従業員４５．５人から５０

人未満の企業等への働きかけを強化してまいり

ます。

また、新たな取組として、二つ目の二重丸に

ありますように、精神障がい者及び知的障がい

者を採用する企業が、職場定着に向けた職場指

導員を配置する場合に奨励金を支給してまいり

ます。

さらに、三つ目の二重丸では、就労継続支援

Ａ型事業所が経営安定を図るために、生産設備

や備品購入などで規模拡大を行う場合に助成を

いたします。

１１６ページまで飛んでいただきたいと思い

ます。１１６ページでございます。

本県では、発達障がい児に関する特定の専門

医療機関に診断、療育等が集中する傾向にござ

いまして、長期間の診療待ちが常態化している

ことから、発達障がい児を早期に支援できる体

制を整備する必要がございます。

１１６ページの一番上の発達障がい児・家族

支援体制強化事業費１，３４８万５千円では、

発達障がい児の支援体制の充実と家族の孤立感、

心理的不安感の軽減を図ります。二つ目の二重

丸にありますように、大分県発達障がい者支援

センターに、発達障がい児支援コーディネータ

ーを新たに１名配置いたしまして、医療、療育

面での機能強化を図ります。三つ目の二重丸、

ペアレントプログラムの推進では、発達障がい

児の保護者に対しまして、子どもへのかかわり

方を学ぶ研修会を実施し、保護者の心理的不安

の軽減を図ります。

恐れ入ります。１２ページまでお戻りを願い

ます。１２ページでございます。

最後に、災害に強い社会づくりと県土の強靱

化による防災力の強化についてであります。

昨年発生した九州北部豪雨災害及び台風１８

号による災害への対応を踏まえまして、南海ト

ラフ地震等大規模災害に備えた対策を強化いた

します。

上から２番目の福祉避難所体制強化事業費４，

９８９万３千円では、災害発生時に要配慮者を

支援する体制を強化するため、二つ目の二重丸

にありますように、福祉避難所等でサポーター

として活動する介護専門人材の登録養成を図る

とともに、一番下の二重丸では、避難所等に避

難してきた要配慮者の状況を的確に把握し、適

切な避難先をトリアージする災害派遣福祉チー

ムＤＣＡＴの発足に向けた人材を育成をいたし

ます。

３０ページをお開き願います。

３０ページ下の災害医療体制整備推進事業費

２，８５６万円では、災害派遣医療チームＤＭ

ＡＴの隊員や災害医療コーディネーターの人材

育成等を通じて、災害時医療体制の充実を図り

ます。

上から３番目の二重丸にありますように、南

海トラフ地震を想定した政府主催の総合防災訓

練にあわせて、医療活動訓練を実施いたします。

次の二重丸、ＤＭＡＴ等設備整備費補助では、

災害時の医療活動を充実させるため、資機材等

の設備整備を行います。

以上で、一般会計予算の説明を終わらせてい

ただきます。

続いて、特別会計予算につきまして、説明を

申し上げます。

その資料の１２２ページをお開き願います。

１２２ページでございます。

第３号議案平成３０年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算でございます。

平成３０年度から、市町村とともに県が保険

者となり、安定的な財政運営や効率的な事業の

実施などについて、中心的な役割を果たすこと

となります。市町村からの国民健康保険事業費

納付金や公費等を財源に、県が市町村に対し、

必要な保険給付費などを賄う保険給付費等交付

金を交付する仕組みとなることから、国民健康

保険法に基づきまして、今回、新たに国民健康

保険事業特別会計を設置するもので、歳入歳出

ともに、それぞれ１，２１６億９，２３８万３
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千円を計上しております。

まず、歳入につきまして、御説明申し上げま

す。

次の１２３ページをお開き願います。

左端の項・目欄、１、分担金及び負担金の１、

負担金でありますように、市町村から徴収する

国民健康保険事業費納付金３３４億５，８７９

万５千円、また、その下の２、国庫支出金３６

１億９，５１４万５千円のうち、主なものは、

１、国庫負担金にあります定率国庫負担の療養

給付費等負担金２２４億４，４９２万７千円、

さらに、３の繰入金の１、繰入金にありますよ

うに、一般会計からの繰入金７４億７，１６３

万２千円でございます。

次の１２４ページをお開き願います。

４、諸収入４４５億６，６８１万１千円です

が、その主なものは、６５歳から７４歳の前期

高齢者の保険給付費として、社会保険診療報酬

支払基金から交付される、前期高齢者交付金４

３７億８，２０７万８千円でございます。

次に、歳出の主なものについて説明を申し上

げます。

１２６ページをお願いいたします。

保険給付費等交付金１，０２０億８，３９６

万９千円は、国庫支出金や市町村からの納付金

等を財源として、療養の給付等の国民健康保険

事業に要する経費を市町村に交付するものでご

ざいます。

次の１２７ページをお開き願います。

後期高齢者支援金等１４５億６２１万１千円

は、７５歳以上の後期高齢者医療に係る保険給

付費の支援金について、国民健康保険の負担分

を社会保険診療報酬支払基金に納付するもので

ございます。

１２９ページをお開き願います。

介護納付金４９億３，６８６万４千円は、４

０歳から６４歳の介護保険第２号被保険者に係

る介護納付金について、国民健康保険の負担分

を社会保険診療報酬支払基金に納付するもので

ございます。

１３２ページをお願いいたします。

１３２ページの保健事業費１，２９７万９千

円は、国庫支出金を財源といたしまして、被保

険者の健康の保持増進を図り、医療費適正化等

に取り組む市町村を支援するものでございます。

次の１３３ページをお開き願います。

第４号議案平成３０年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算でございます。

この事業は、母子・父子家庭等に対しまして、

生活の安定と自立促進を図るため、就学資金な

ど計１２種類の資金を無利子または低利子で貸

し付けるもので、歳入歳出とも、それぞれ１億

７，８８１万４千円を計上いたしております。

次の１３４ページをお願いいたします。

歳入につきましては、左端の項・目欄の２、

繰越金の１、繰越金１億８５５万６千円と、そ

の下の諸収入のうち、貸し付け世帯からの償還

金であります、１、貸付金元利収入、６，３５

４万円が主なものでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。

歳出についてであります。母子父子寡婦福祉

資金貸付金のうち、右側の事業概要欄にありま

すように、ひとり親家庭等に対し、必要な貸し

付けを行うための貸付金１億７，２１１万６千

円が主なものでございます。

以上をもちまして、福祉保健部関係の一般会

計、特別会計予算の説明を終わらせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を

受けた後、自席で起立の上、マイクを使用し、

簡潔明瞭に答弁願います。事前の通告者は１１

名おります。

それでは、順次、通告者数が多いとき、時間

も限られておりますので、円滑な進行に御協力

願います。

それでは、順次指名してまいります。

桑原委員 予算概要２３ページの地域の健康課

題対策推進事業及び５１ページのみんなで進め

る健康づくり事業についてお伺いします。

健康づくりには、食事や運動に加え睡眠も重

要であります。睡眠不足や睡眠障害は生活習慣
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病や認知症の原因にもなります。そこで、この

地域の健康課題推進事業では、睡眠に関して、

データというのは集められてないのか、全県と

して問題とかいうのは出てないのかということ

と、みんなで進める健康づくり事業のほうには、

睡眠に関する言及がありませんけれども、県と

して、県民の睡眠の改善について、どう取り組

む予定があるのかとか、どう取り組んでいるの

かとか教えていただければと思います。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

睡眠改善対策についてお答えします。

まず、平成２８年の国民生活基礎調査により

ますと、日ごろ、健康のために実行しているこ

ととして、十分な睡眠を上げた大分県民は３６．

５％で、全国で４番目に多く、全国平均が３３．

４％です。大分県民は総じて言えば、よく寝て

いるほうだということになります。

しかし、議員が今おっしゃっていただいた、

この平成２８年度に実施した県民健康意識行動

調査によりますと、６時間未満と回答した方が

４０代でやっぱり多くて、男性で４４．２％、

女性で５３．２％、男女合わせると約半数近い

人が６時間未満というような状況で、働く世代

の睡眠改善が重要な課題だというふうに言えま

す。睡眠不足による、こういう障害は、議員御

指摘のとおり、生活習慣病との関連が多いほか、

日中の眠気の誘発や意欲の低下、記憶力減退な

ど、仕事の効率の低下や労務災害を引き起こす

要因にもなります。先日公表された健康寿命の

結果を見ても、本県は、この働く世代の健康づ

くりが重要な課題と認識しております。健康経

営事業所における健康づくりやメンタルヘルス

対策として、この睡眠についての啓発を取り組

んでいきたいというふうに考えております。

桑原委員 大分県民よく寝てるということなん

ですけれども、今、啓発していくとおっしゃい

ましたけれども、こういう健康寿命日本一をや

っぱり実現していくという上では、啓発ももち

ろんあれですけれども、今回のおおいた歩得の

ように、結果に対して報酬を与えてモチベーシ

ョンを上げていくというのは、非常に私は有効

であると思っております。

今、スマートフォン向けのアプリは、歩数計

とかいろいろ出てますけれども、同じような、

睡眠のときの状態を図るのも出てるんですね。

スマホの加速度センサー活用したり、活動量計

と連動させて。それによると、ノンレムとかレ

ム睡眠のパターンも分かるし、睡眠の質まで分

かるということなんで、さきほど６時間未満と

か、６時間以上寝るのがいいのかとかあります

けど、単に時間じゃなくて、睡眠の質というこ

とで言えば、こういうアプリというのは非常に

効果的だと思いますので、この歩得の中にこう

いう機能を入れて、そして、県民のモチベーシ

ョン高めるというか、私も腕に巻いた活動量計

で、これで図って、スマホで管理をしてるんで

すけれども、やっぱり飲み過ぎた日のデータは

非常に浅いんですよね。６時間寝てても２時間

ぐらいは起きてるみたいな判断されて、非常に、

ああ、あんまり飲み過ぎ、やっぱり悪いなと思

いがするんですね。そういうのに非常に有効で

すので、この歩得の姉妹版というか、そういう

ものも検討していただければと思っております

が、一応御見解を。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

今、委員御指摘のように、既にフリーのアプリ

で睡眠の深さを図るような睡眠計出ております。

歩得と今の既存のそういう睡眠のアプリといい

ますか、うまく連動させると、歩得でこういう

昨日の睡眠の状態でポイントが加算されるよう

な、そういった仕組みも技術的には可能らしい

んですが、今回、歩得の開発を委託してる業者

にお尋ねすると、かなりコストがかかるという

ことと、もう一つはそういう機能同士の連携と

いいますか、とにかく睡眠アプリと歩得のこの

歩数のアプリとの、二つのアプリの連携という

のは動作保証の対象にならないので、なかなか、

こういう複数のアプリを連携させることは難し

いということでした。もちろん歩得に、独自に

この睡眠アプリの機能を入れると、さらにコス

トがかかりますので、その辺はかなり厳しいか

なとは考えております。

桑原委員 それでは、もう要望ですけども、技

術革新もすごく進むと思いますし、この歩得の
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結果見ながら、それに乗せていけるんであれば、

そういう方向性も考えていただけるかと思いま

す。以上です。

堤委員 どうもお疲れさまです。まず、予算概

要の８３ページ、子ども医療費の助成事業です

ね。これまで、子ども医療費の助成拡大に対し

て、市町村国保への国庫補助金減額のペナルテ

ィーが未就学児分については廃止をされてまし

た。しかし、厚労省が２０１６年１２月にペナ

ルティーの一部解消で生じた財源は、さらなる

医療費助成の拡大ではなく、ほかの少子化対策

の拡充に充てることを求めるというふうに要請

していますが、２０１７年の参議院の厚生労働

委員会では、自治体がさらなる医療費助成の拡

充に活用することを禁止するものではない、自

治体みずから適切に判断することを想定した通

知というふうに答弁しているんですけども、こ

の医療費助成の拡充は、自治体の判断で可能で

あるというふうに認識してよいのか。

次に、１９ページ、生活保護費ですね。１０

月から生活保護費の食費や光熱費など、生活扶

助費を３年間かけて５％削減するというふうに

なっております。大分県の受給者に対し、どの

ような影響が出るのか。また、削減となれば最

低賃金とか就学援助給付水準とか、いろんなや

つに連動するんですけども、これへの対応はど

うなのか。

１０１ページ、重度心身障がい者医療費給付

事業について、この制度によって、どれぐらい

の障がい者の方々が恩恵を受けることになるの

か。ペナルティーがかからないように、本当に

よく工夫されてると思うんですけども、厚労省

の考えはどうかと。

あと、国民健康保険の広域化について、先日、

標準保険料率が公表されて、県の平均の保険料

が２，７５７円上がるというふうにされており

ます。各自治体は繰り入れを入れて値上げを防

ぐ工夫をしていますけども、各自治体の現状は

どうか。多分３月議会にも出てると思うんです

けども、また、将来的に繰り入れ等を実施して

いくことについて、各自治体の判断で可能とい

うことでよいのか。

あと、精神障がい者の公共交通運賃の割引適

用の進捗は今どうなっているのかということを

お尋ねをしますし、委員長、ちょっとさっきの

説明の中で、もう少し突っ込んで聞きたい部分

がありますが、いいですか。

衞藤委員長 はい。

堤委員 これ、藤内課長のほうに確認をしたい

んですけど、強制不妊資料の関係で、相談窓口、

ぜひこれ、大分県でも窓口を設置したらどうか

なと。宮城県とか鳥取県は、それで設置をして

ますので、宮城県、今、ちょうど裁判提訴中で

もありますけども、こういうふうな窓口はせめ

て設置すると、非常に相談がしやすいんではな

いかなというふうに思うんですけども、それに

ついてお伺いをいたします。

二日市こども未来課長 まず、私から、子ども

医療費助成事業費についてお答えいたします。

議員御指摘の２０１６年１２月の通知に加え、

２０１７年、昨年１１月に発出された厚生労働

省の通知でも、国保ペナルティーの一部廃止に

伴って、市町村に生じる財源はさらなる医療費

助成の拡大ではなく、他の少子化対策の拡充に

充てていただきたいとありました。その使途と

して、妊娠期から子育て期までの切れ目ない子

育て支援体制の拡充、多様な保育の受け皿の整

備や人材の確保、電話による小児患者の相談体

制の整備などが列挙されており、３０年度にお

いて、当該財源の活用状況について、別途報告

を求める予定となっていました。

この通知につきましては、参議院厚生労働委

員会で、厚生労働大臣が、国として強制するも

のではないと答弁しており、県といたしまして

も、法的な裏づけのあるものではないと理解し

ています。

なお、同委員会において大臣は、この通知に

つきまして、子どもの医療のあり方に関する検

討会や社会保障審議会、医療保険部会で議論さ

れた、財源はより有効な少子化対策に充てるべ

きという意見などを伝える趣旨で課長通知を出

したと述べています。

壁村地域福祉推進室長 ２番目の生活保護基準

の見直しの影響について、御質問をいただきま
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した。

生活保護基準は、国が低所得世帯の消費実態

との均衡が図られているかを５年に１度検証し、

見直しを行っているものでございます。

今回は、生活扶助基準、児童養育加算及び母

子加算等について見直しが行われております。

国の推計では、全世帯のうち、生活扶助費の増

額世帯は２６％、減額世帯が６７％となり、特

に多人数世帯や都市部の高齢単身世帯等の減額

影響が大きい見込みとなっております。

大分県の影響につきましては、国の推計を当

てはめると、主なものとしましては、都市部の

大分及び別府市の高齢単身世帯につきましては、

年齢により増額、減額となる世帯があり、それ

以外の市町村の高齢単身世帯については影響は

小さく、増額となる世帯もございます。

高齢複数世帯につきましては、全世帯で増額

となる見込みでございます。

また、母子世帯につきましては、子ども１人

の世帯の場合は増額が見込まれますが、子ども

２人の世帯につきましては、都市部では減額、

その他の市町村では増額の見込みでございます。

他制度への影響につきましては、国はできる

限り他制度に影響を及ぼさないようにする旨の

対応方針を確認しており、今後、これに沿って

対応するものと考えております。

また、地方自治体で独自に実施している事業

につきましては、国からの通知を待って、今後、

適切に対応してまいります。

県は、今後、生活保護費基準の保護基準の見

直しの影響について、各市及び県地域福祉室か

らも情報収集に努め、被保護世帯の生活実態の

把握を行っていきたいと考えております。

髙橋障害福祉課長 重度心身障がい者医療費給

付事業につきまして、自動償還払いによりまし

て、どれぐらいの障がい者が恩恵を受けるかと

いうことについてお答えいたします。

県内の障害者手帳の所持者は、平成２８年度

末現在で約８万人でございます。そのうち、重

度医療費の助成対象となるのは、身体障害者手

帳が１、２級、療育手帳がＡ、及び精神障害者

手帳１級の所持者など、約２万７千人となって

おりまして、手帳所持者全体の３分の１を超え

ている状況でございます。

なお、医療費の支給件数は月ごとの受診医療

機関の延べ数で見ますと、４７万７千件に上り

まして、患者の自己負担額といたしましては、

約２４億円となってございます。

続きまして、ペナルティーがかからないよう

に工夫をしているけども、厚労省の考えはとい

うことですけども、県内市町村で現物給付を導

入した場合、国保ペナルティーといたしまして、

総額８億円を超える国庫負担金が減額調整され

るため、従来から、市町村は導入が困難との立

場でございました。自動償還払いでは、従来ど

おり受診時に医療費の個人負担金を一旦徴収す

るということから、過剰受診を誘発しないとい

うことで、国は国保ペナルティーの対象として

いないところでございます。これによりまして、

障がい者や御家族の利便性の向上と市町村の財

政負担回避を両立できることから、市町村の協

力も得られまして、３１年度中の導入を進める

こととしたところでございます。

藤丸国保医療課長 国保の関係で２点御質疑を

いただきました。

まず第１点目ですが、各自治体の現状はどう

かということでございますが、市町村の国民健

康保険の保険税につきましては、来年度からは

県が算定いたしました標準保険料率を参考とい

たしまして、市町村が保険税率を決定する仕組

みとなります。市町村議会におきまして、保険

税率を改正するとの条例案を提案している自治

体は２市、二つの市でありまして、一つの市が

引き上げ、それから、一つの市が引き下げとい

うふうに把握をしております。

また、市町村の国保特別会計当初予算案にお

きまして、保険税の負担を軽減する目的で一般

会計からの法定外の繰り入れを計上している自

治体は１市というふうに把握しております。

それから、２点目でございますが、法定外の

繰り入れの実施につきましてでございますけれ

ども、市町村の国保特別会計では、保険税及び

法定の公費を財源といたしまして、国保事業費

納付金の納付であるとか、国保事業を実施する
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ということが基本となります。しかし、これま

での経緯がございますので、法定外繰り入れに

つきまして、市町村が独自に判断する場合も出

てくるかと思っております。ただし、国民健康

保険は公的医療保険制度でありまして、そのこ

とから、加入者の相互扶助を前提に成り立って

おります。国保特別会計は、保険税と公費で必

要な支出を賄い、収支均衡を図ることが原則で

ありまして、いかに継続性を確保するかという

ことが重要と考えております。以上です。

髙橋障害福祉課長 次に、精神障がい者の公共

交通運賃の割引適用の進捗状況でございますが、

障がい者への運賃割引の適用につきましては、

基本的に各交通事業者の自主的な判断に基づき

行われております。県では、公共交通機関の精

神障がい者への運賃割引適用につきまして、県

バス協会及び県タクシー協会に対しまして、大

分県精神保健福祉会とともに、毎年、要望を行

ってきたところでございます。

また、ＪＲにつきましては、ＪＲ九州に対し

まして、九州各県及び九州の政令市が協働で毎

年要望を行っておるところでございます。

バスの運賃割引につきましては、平成２９年

の１月に、県バス協会が全社一斉導入の方針を

決定をいたしまして、その後、具体的な割引内

容や円滑な導入につきまして、各路線バス事業

者の御理解、御協力のもとに、１年かけて検討

をされてきたところでございます。その結果、

精神障がい者保健福祉手帳を所持する方に対し

まして、運賃５割、定期券３割の割引を、平成

３０年４月から導入することとなっております。

円滑な導入に向けまして、県では、バス事業者

の管理者や乗務員に対しまして、精神障がい者

の症状や特性等について理解を深める研修会を

各地で７回開催をしたところでございます。

なお、今回の県内全路線での運賃割引の導入

は、全国で２４県目となります。タクシー及び

ＪＲの運賃割引につきましては、今後とも粘り

強く、事業者に対しまして理解と協力を求めて

いきたいと考えております。以上です。

衞藤委員長 同一の答弁者は一括して答弁願い

ます。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

旧優生法に基づく不妊手術についての相談窓口

についてお答えします。

連日、地元紙でこの問題が報じられているこ

ともありまして、また、その記事の中でも問い

合わせ先として健康づくり支援課の電話番号が

紹介されております。その結果、実質、もう既

に数件ほど、そうした相談が来ております。当

課には保健師や産婦人科医もございますので、

こうした相談に対して丁寧に対応をさせていた

だいてるところです。

堤委員 子ども医療費については、国がそうい

うふうな判断をしてますから、ぜひ、これは県

もなかなかそう進めるちゅうことはないんだろ

うけども、進めていきたいというふうに思って

おります。

藤内さん、さっきのね、マスコミが書いたか

らいいんじゃなくて、県が率先して相談窓口は

健康づくり推進課ですよというふうなことは、

やっぱりそれはやるべきだろうというふうに思

うんですよ。そういうふうなことはぜひ検討し

てください。マスコミ任せじゃなくて、ぜひ、

それは要望をしておきます。

国保の関係ですね、一般会計の繰り入れが今

のところ１市と、これ、多分３月議会で議論さ

れてるんでしょうね。残りについては、ちょっ

とごめんなさい、説明の中で、残りの、全部で

１８市町村あるじゃないですか。そういうとこ

ろはどういう形にするのかというのは、もう情

報がつかんであればちょっと教えてください。

とりあえずそれでいいです。

藤丸国保医療課長 一般会計からの繰り入れに

つきましては、今、私どもが各市町村に照会を

いたしまして、当初予算案で計上しているとい

うのが１市というふうに把握をしております。

それ以外に市につきましては、当初予算案では

計上はしてないというような状況になっており

ます。以上でございます。

鴛海委員 それでは、私のほうから、予算概要

説明書の５１ページのみんなで進める健康づく

り事業について、質疑をしたいと思います。

さきほど、長谷川部長のほうから、この事業
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についての決意も述べられたところでございま

すけども、健康寿命が低下したということで、

私も何でこういうことになったんかなという疑

問を持ちまして、こういう質問をさせていただ

きますけども、いろんな形で、担当部署は頑張

っておられると思います。もう、そういう中で

健康寿命は男性が０．０２歳下がって、寿命そ

のものが下がって、健康寿命が下がったという

ことでございますし、また、女性は０．３７で

すか、伸びましたけども、そういう中でやっぱ

り順位が１０位から１２位と下がった。男子の

場合は、特に１６位から３６位ということで、

非常に日本一を目指す割にしては、これはちょ

っときついなちゅうというような感じを受けま

したもんですから、質問させて、その内容を特

に予算特別枠の３事業について説明をいただき

たいと思います。

それから、健康寿命の全国順位が下がった要

因ですね、さきほど部長のほうからも、２０代

から４０代の若い人たちの無関心層がそういう

形でちょっと関心がなかったということも述べ

られていましたけども、その辺の内容について、

説明していただきたいと思います。算出方法等

につきましても、説明いただきたいと思います。

よろしくお願いします。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

みんなで進める健康づくり事業費の三つの事業

について説明をさせていただきます。

まず野菜・もっと野菜プロジェクトについて

です。

食事の最初に野菜を食べることで、肥満や糖

尿病などの生活習慣病予防につながる、また、

健康寿命が長い山梨県と大分県を比較してみま

すと、大分県より山梨県は、男女とも４０グラ

ム余分に野菜をとっているということも分かり

ました。こうしたことから、この野菜摂取の取

組の強化が必要であるということから、今回、

こうした事業を立ち上げました。

既に、健康寿命日本一おおいた創造会議とい

う、各会の代表から成る会議が２年間機能して

おりますが、この創造会議のもとに野菜部会を

立ち上げまして、８月３１日が野菜という、語

呂で野菜の日というふうに定められておりまし

て、この８月３１日を皮切りに、関係団体と協

働し、広く県民運動として盛り上げをつくって

いきたいと考えております。

特に２０代の男女は、目標が、この３５０グ

ラムに対して、実際は７割から８割しか食べて

ないというような状況から、若い世代が野菜を

食べようという気持ちになるような、このプロ

モーション動画であったり、あるいは野菜を手

にとりたくなるようなパッケージの工夫といっ

たようなことを仕掛けていきたいというふうに

考えております。

また、うま塩プロジェクトで培った、このネ

ットワークを活用し、野菜たっぷりメニュー提

供店の拡大に取り組んでいきたいと考えており

ます。

二つ目の健康経営事業所の拡大です。事業主

が先頭に立って、従業員の健康づくりに取り組

む健康経営事業所が、現在、県内に１，２００

社登録されております。３０年度は、今後、一

層の登録拡大に向けて、通常の業務で事業所の

経営支援に携わっておられる中小企業診断士等

に研修を行いまして、健康経営推進員として協

力していただくことを考えております。

このほか、保健所単位で事業所を対象にした

健康経営セミナーを開催し、健康経営の質の向

上も図りたいと考えております。

三つ目がおおいた健康ポイント、さきほどの

歩得のさらなる推進です。実証期間中の３か月

間で、歩得のダウンロード数は１万件を超えま

した。県民の認知度も少しずつ上がってきまし

たが、２０代、３０代の若い世代の利用がまだ

まだ少ない状況です。お得感を感じる協力店の

拡大や参加してみたくなくような魅力あるミッ

ションの企画など、この歩得の魅力アップを図

りますとともに、テレビ番組やＣＭ、ウエブ広

告など、積極的な広報活動により、若い世代へ

の浸透を図り、３０年度末までに３万人のダウ

ンロードを目指したいと考えております。

それから二つ目の、この健康寿命が順位が下

がった要因と、それから、健康寿命の算出方法

についてお尋ねですが、さきに健康寿命の算出
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方法を説明させていただきたいと思います。

健康寿命は、３年に１回行われます国民生活

基礎調査の大規模調査の際に、健康上の理由で

日常生活に影響がありますかという問いに対し

て、その回答をもとに算出しています。具体的

には影響があると回答した人の割合と、当該年

の死亡状況から、年齢階級ごとに健康上の理由

で日常生活に影響がない、いわゆる健康な状態

である方を算出し、この割合をもとに健康寿命

と同じ方法で算出します。もう少し分かりやす

く言うと、皆さん、平均寿命は、例えば若い年

齢で亡くなる人が増えると、平均寿命が下がる

というのは御理解いただけると思いますが、同

様に若い世代が健康上の理由で日常生活に影響

があると答えると、健康寿命は短くなるという

計算法になっております。

今回、大分県のこの健康寿命が全国順位を下

げた要因について分析をしておりますが、今の

ところ、２０代から４０代において、健康上の

理由で日常生活に影響があると答えた人の割合

が、全国に比べて多いということが分かりまし

て、これが大きな要因ではないかなと考えてお

ります。この世代は野菜の摂取が少なく、運動

習慣も少ないなど生活習慣に課題があり、さき

ほど紹介いたしました、この３０年度の取組に

おいて、重点的に働きかけることにより、健康

寿命の回復を図りたいと考えております。

衞藤委員長 執行部にお願いします。答弁は簡

潔にお願いします。

鴛海委員 ありがとうございました。大体算出

方法は分かりました。その中で、やはり歩得の

関係につきましても、今、１万４４２人ですか、

そういう方々が利用されてますけども、もうち

ょっとやっぱり広げる、今現在は２月までで６

団体、６支所ですか、６団体で試行されたとい

うことですけども、これから本格実施になりま

すけども、そういう中でその辺の取組の目標と

か、そういうものがありましたらお願いします。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

まず歩得に関しては、今、ちょうど１万４４２

という現時点でのダウンロード数ですが、来年

１年間で、新規に、新たに２万人のダウンロー

ドを目標にし、さきほど申し上げました、来年、

１年後には３万人のダウンロードを一つの目標

にしております。

鴛海委員 ありがとうございました。ぜひ頑張

っていただきたいと思います。

私はこの健康寿命日本一にするためには、や

はり県民の皆さんを指導して推進していくため

に、皆さんが頑張っていただかなきゃならんと

思うんですけども、やはり担当部署だけでは、

なかなか、これ、難しいんじゃないかと思うん

ですね。そういう中で、それは担当部署も一番

さきにそういうことも考えて、歩得とか、そう

いうものについても、やはり健康づくり推進課

でありますとか、部署で、福祉生活部の中で、

ぜひ、そういう伸ばしていただくことも必要だ

と思いますし、昨年の３月１４日付ですかね、

３月１４日に議員提案で条例も制定しまして、

施行されていますけども、そういう中で、第６

条の中で、やはり市町村の連携というのがあり

ますんで、県と市町村の連携ということがあり

ますんで、その中で市町村とよく連携をして、

表彰制度、インセンティブですか、そういうも

のもとりながら、やはりこれをしていかなけれ

ばなかなか日本一というのは厳しいんじゃない

かという感じがしますんで、その辺をぜひ視野

に入れながら頑張っていただきたいと思います。

よろしくお願いします。以上で終わります。

井上委員 予算概要の８０ページ、放課後児童

対策充実事業費についての質問です。

放課後児童クラブのことについては、大分県

としても非常に力を入れていただいておりまし

て、この事業費も昨年に比べてかなり増加して

おりますし、対象項目も増えているということ

で、それは非常にいいと思うんですが、現場の

ほうでは、やはり少子化などの影響を受けて、

いろんな条件下で運営する中で、大変苦慮して

いる事例も見受けられます。例えば算定児童数

が２０人を下回ると、極端に委託料が減ると。

昨年、ちょっと一つの例なんですが、２８年度、

２２人だったのが２９年度、１８人に減って、

委託料が１８０万円ぐらい減っているんですね、

その・・・・で。あと、同じところで障がいを
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持った児童が在籍すると、委託料は１７４万円

ぐらい増えるんですが、ただ、２名在籍してい

るところ、これ、監視員が２名必要なんですけ

ど、今の国の基準では同じ額、一人のときと同

じということで、こういうこと、市のほうから

も県に基準額の改善とか要望も出ているんでは

ないかと思うんですが、当初予算のこの中で、

そういうことを考慮されたりしているのかどう

か、その辺のところをお尋ねいたします。

二日市こども未来課長 放課後児童対策事業費

について、２点御質問を頂戴しました。

まず１点目ですが、算定児童数が２０人を下

回った場合のケースでございます。

放課後児童クラブの運営費補助につきまして

は、クラブごとに児童数３６人から４５人とい

うのを標準としておりまして、それを上回った

場合や下回った場合には、児童数に応じて補助

基準額が少なくなるように設定しております。

１９人以下のクラブにつきましては、厚生労働

省が定めた放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準において、通常、２人以上配

置しなければならない放課後児童支援員を、一

定の条件のもとで１人でよいとしているため、

補助基準額が少額となっている状況です。

県におきましては、例えば児童が１９人のク

ラブの補助基準額につきましては、平成２８年

度に１４２万４千円であったものを、２９年度

には支援員の経験に応じた賃金改善と開所時間

の延長などを実施する市町村については、２２

３万８千円、８１万４千円引き上げ、さらに３

０年度はその条件を撤廃いたしまして引き上げ

ることとしております。放課後児童クラブの安

定的な運営を支援するよう取り組んでいるとこ

ろです。

もう一点、障がいのある児童を放課後児童ク

ラブで受け入れた場合ですが、専門的知識を有

する放課後児童支援員等を配置した場合は、そ

の障がいのある児童を受け入れることによって

配置した場合は、補助基準額に３０年度の単価

で１７９万６千円を加算することが可能で、３

０年度につきましては１６市町の１７２クラブ

で加算の予定をしております。以上でございま

す。

井上委員 ただいまの説明で、２０人以下にな

ったときでも、一定条件を満たせば８０万円ぐ

らいですかね、増額、それが３０年度は撤廃さ

れるということで、それは助かると思いますが、

それでもやっぱり１００万円ぐらいは下がると

いうことで、また、引き続きこの辺の検証をよ

ろしくお願いします。

それから、障がい者についても、１名いると

きでも２名いるときでも委託料の増額は変わら

ないというのは、昨年と今年も変わってないと

いうことですね。この辺のとこ、現場では、こ

れもまた苦労しておりますので、非常に全体的

に充実していただいているのはいいと思うんで

すけど、いろんな事例があるので、今後の検証

をまたよろしくお願いします。以上でいいです。

衞藤委員長 いいですか。

小嶋委員 お願いします。２点ですね。

１点は、７６ページの出会い応援事業です。

１対１のマッチングの取組について、ここまで

進めていただけるようになって感謝しておりま

すが、具体的に出会いサポートセンターの設置

に関しての詳細が分かれば、分かればって分か

ってると思うんですが、詳細について、取り組

み方の詳細も含めてお願いをしたいのが１点と、

それから２点目は１０２ページに、県立福祉施

設の開所整備事業があります。これ、小規模で

換気扇の入れかえということがメーンだろうと

思うんですが、利用状況もかなりよくて、傷ん

でるところ結構あるんじゃないかと思うんです

が、大規模の改修などの検討があるのかどうか

ということと、ちょっと改修とは関係ないんで

すけども、利用状況の、適正な利用がされてい

るかどうか、利用状況と適正な利用がされてい

るかどうかについてお答えいただければと思い

ます。

二日市こども未来課長 私から、まず、おおい

た出会い応援事業についてお答えいたします。

マッチングの取組方法でございますが、新た

に取り組もうとしている１対１のマッチングに

つきましては、まずは結婚を希望する若者に、

新設したおおいた出会いサポートセンターで会
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員登録をしていただきます。その際、顔写真な

どの情報を会員のみが閲覧できるシステムに入

力することになります。次に、会員となった方

が情報端末で検索して、マッチングを希望する

相手を選び、センター職員に相手方との調整を

依頼します。センター職員は、相手方の同意が

得られた場合、日時をセットして、センター内

で両者を引き合わせるという流れで想定してお

ります。お引き合わせ後の相談対応など、アフ

ターフォローにも力を入れて、より結婚につな

がるものとしたいと考えております。

なお、詳細につきましては、基本的な仕様を

定めた上で、新年度に提案、協議を実施し、民

間の力を活用した、より効果的で実効性のある

取組にする予定でございます。私からは以上で

す。

髙橋障害福祉課長 私から、県立社会福祉施設

整備事業につきまして、当課が所管をしており

ます県の身体障害者福祉センターと聴覚障害者

センターの状況につきましてお答えを申し上げ

ます。

まず、利用状況につきましてですけども、身

体障害者福祉センターの今年度の利用状況は、

２月末現在で７万２，２３６人、また、聴覚障

害者センターは２万４，２１７人となっており

まして、両施設とも、３月までの年間では前年

度を上回る利用者数の見込みでございます。

リニューアル等の検討はどうかということで

ございますけども、両施設とも大規模なリニュ

ーアルの計画は当面ございません。平素から利

用者アンケートによりまして、施設の利便性や、

いろんな御意見等も伺っております。そうした

利用者の声や指定管理者からの随時の状況報告

をもとに、利用者、県民の皆さんの利便性の低

下を招かないように、適宜、必要な対応を行っ

ていこうと思っているところでございます。

適正な利用がなされているかということでご

ざいますけども、今申し上げましたように、利

用者の方からの御意見、それから職員の対応あ

るいは施設の利用状況とか、そういったことに

対する御意見等もお伺いしながら、改善を進め

て、対応をしておりまして、今のところ、特に

大きな苦情といいますか、そういったものはご

ざいませんので、適正に運営されてるというふ

うに認識しております。以上です。

小嶋委員 ありがとうございました。出会い応

援事業については大体分かりましたが、センタ

ーの設置場所あたりはどういうところになるの

かというのが一つと、今後、スタートするとす

ればいつぐらいの時期、来年度、３０年度とい

うことなんでしょうけども、いつぐらいの時期

をめどにしているかということですね、お教え

願いたいと思います。

二日市こども未来課長 まずセンターの設置場

所ですが、提案、協議で決定いたしますので、

県のほうでどこにつくりなさいというのは指定

しないんですが、やはり若い方々が集まりやす

くて、センターに来ているということが余り周

りの人に、いかにもという感じに見えないとこ

ろがいいかなと考えております。それはまた、

提案によって考えていきたいと思います。

それから、開設時期ですが、４月中に公告を

いたしまして、１か月置いてコンペということ

になりますので、開設は急ぎましても６月ぐら

いかなと。できるだけ早く開設したいと考えて

おります。

平岩委員 ありがとうございます。通告に従っ

て、３点質問いたします。

まず９１ページの里親リクルートの推進、そ

れから里親制度の推進についてです。

厚生労働省の社会保障審議会の社会的療育専

門部会が１月に、今後の里親の委託率を７年以

内に７５％を目標に頑張れというようなことが

出されて、関係者の方たち、大変驚いたと思い

ます。その後、少し修正があったというか、そ

れぞれの県の今ある目標をさらに上積みできる

ように頑張れというようなことだったと思うん

ですけれど、実際に福祉保健部では、本当に長

い間かけて里親さんの開拓、それから、里親さ

んの支援を関係者の方、一生懸命やられてきた

と思うんですけれども、やはり高齢化もしてい

ますし、現実のところで県の里親さんを支援し

ていく上での課題と、それから具体的な支援の

方法等ありましたらお知らせいただきたいと思
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います。

それから２点目です。

１０６ページの障がい者差別解消・権利擁護

推進事業費の中の、遠隔手話通訳サービスとい

うのが、これ、私、以前にきっと説明を受けて

ると思うんですけれども、イメージとして見て

ないもんですから、このことをいろんな人と話

すときに、どうしてもすぐにイメージが湧かな

いので、今、実際に県病等で行われている聴覚

障がいの人たちの利用者の状況とか数とかいう

のが分かれば教えてください。

それから３点目、１１４ページです。

障がい者通所給付費等県費負担金、障がいの

ある子どもたちの放課後デイサービスが本当に

今たくさんできていて、県でも９億円の予算を

今度組まれていますけれども、驚くほどの数が

できているんですけれど、市町村ごとの数が分

かれば教えてほしいし、人数的なものも分かれ

ば教えていただきたいと思います。

障がいのある子どもの放課後デイサービスを

開所するに当たっての要件等が明確であるなら

ば、そこも教えていただきたいと思います。以

上です。

大戸こども・家庭支援課長 里親について、県

の課題、里親支援の具体的内容について御質疑

をいただきました。

本県の課題でございますが、平成２８年度末

の里親等委託率は３０．６％で、全国平均の１

８．３％を上回り、全国第６位となっておりま

す。しかし、現在、県下で１９２の御家庭が里

親として登録をしていただいてるものの、里親

養育の困難さ、あるいは高齢化、家庭事情の変

化などを理由に、毎年、辞退者が出ておりまし

て、委託可能な里親が現在不足しており、新規

里親の確保、育成が大きな課題となっておりま

す。そのため、３０年度、里親のリクルートを

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

次に、里親支援の具体的内容でございます。

中央児童相談所に里親委託推進員を２名配置

し、里親家庭の訪問支援や相談対応を行うほか、

里親スキル向上のための研修、里親さんの養育

負担軽減のための里親ヘルパー派遣を行ってい

るところです。

また、里親が定期的に集い、情報交換する里

親のつどいを、県下６ブロックで開催するなど、

包括的な里親支援に取り組んでいるところでご

ざいます。以上でございます。

髙橋障害福祉課長 私から、２点お答えを申し

上げます。

まず１点目、遠隔手話通訳推進事業について

でございます。

まず、サービスの内容でございますけども、

遠隔手話サービスというのは、タブレット端末

を利用いたしまして、その端末にテレビ電話機

能で相手が見えるようになっております。大分

県聴覚障害者協会で手話ができる方が待機して

おりまして、その方が手話で実際に来られた方

と話をすると。対応している担当者が、ヘッド

セットをつけまして、手話をしている方とやり

とりをして、現場での対応をするというような

システムでございます。

利用状況でございますけども、障がい者に対

する合理的配慮の提供という観点から、聴覚障

がい者の意思疎通のための手段を確保するとい

う目的で、県庁別館と、それから県立病院の総

合受付に１台ずつ、昨年５月から試行的に配置

をしているところでございます。これまでの利

用状況は、県病におきまして２件、それから、

臨時的に設置いたしました国民文化祭と全国障

害者芸術文化祭の１年前イベントで臨時的に設

置したんですけども、そのときに１件というこ

とで、合計３件でございます。

このように利用実績が少ないということから、

今月、３月に入りまして、県庁別館に配置して

おります１台を県立美術館に配置をかえて移し

たところでございます。それから、平成３０年

度は国民文化祭・全国障害者芸術文化祭も開催

されることから、県立美術館への配置を継続を

したいというふうに考えております。

また、利用上の利便性や課題を把握するため、

聴覚障がい者にも御協力をいただきまして、個

人のスマートフォンから遠隔手話通訳サービス

を、期間を限定して利用できるようにしまして、
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使い勝手の検証を１回やりたいというふうに思

っております。その結果も踏まえまして、さら

に利便性の向上と関係者への周知を図ってまい

りたいというふうに考えております。

続きまして、放課後等デイサービスの関係で

ございます。

県内の平成２９年１２月現在の放課後等デイ

サービス事業所の設置数は、１０９でございま

す。利用者数にしまして、１，４８７人、施設

数の市町村別でございますけども、大分市が５

５、別府市が１７、日田市６の順でございます。

利用者の市町村別につきましては、大分市が７

２８人、別府市が１６３人、豊後大野市が８６

人というふうになっております。詳細な市町村

別の資料につきましては、委員会終了後に議員

にお渡しをしたいと思っております。

放課後等デイサービス事業所の指定要件でご

ざいますけども、人的な配置につきましては、

例えば利用定員が１０名の場合を想定いたしま

すと、管理者が１名、専任かつ常勤の児童発達

支援管理責任者が１名、それから、児童指導員

または保育士などが２名必要となります。また、

設備では１人当たり２．４７平米以上の指導訓

練室が必要になりますし、相談室等の施設が必

要になるということになっております。以上で

ございます。

平岩委員 御丁寧にありがとうございました。

もう要望としてお伝えしたいんですけれど、里

親さんの支援については、本当に大変だろうな

というふうに思います。ただ、子どもができる

だけ家庭的な雰囲気の中で育つというのはすご

く大事なことですけど、でも、里親さんって、

やっぱり２４時間対応しなきゃいけないという

ことと、それから、子どもたちがどちらかとい

うと虐待を受けていたり、発達に障がいがあっ

たりするから、本当にしんどい部分も出てきて

ると思うんですけど、児童相談所はしっかりし

ていて、里親さん、預かっている身分、立場な

んで、やっぱり弱音が吐けないというか、そこ

のきつさってきっと抱えてると思いますので、

これから里親さんを増やしていくためには、も

ちろん人に対する人件費ももっと増やさなきゃ

いけないだろうなと思うんですけれど、そこを

考えていきたいと思います。

それから、時間がもう余りありませんので、

放課後デイですけれども、本当にちょうど高齢

者のグループホームができかけたときみたいに、

ぼこぼこぼこぼこたくさんできていて、放課後、

学校が終わる時間に行くと、もうそのデイのお

迎えの車がだっと並んでいるという状況を時々

見かけます。私、ああ、子どもたち行くところ

ができて、親御さんは安心しているなという分

もあるんですけれど、やっぱりピンからキリま

であるだろうなと正直思います。行く子どもた

ちがいろんなものを抱えている子どもがいるの

で、その対応がうまくできる人とできない人と

やっぱりいると思うんですね。ですから、そう

いう部分をしっかりこれから見守っていただき

たいと思います。

では、後ほど資料をよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

衞藤委員長 ただいま平岩委員から、放課後デ

イサービスの市町村別利用者数に関する資料提

出の要求がありました。

お諮りいたします。ただいまの資料を委員会

として要求することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 御異議がないので、ただいまの資

料を要求することに決定いたしました。

執行部はよく調整の上、速やかに提出願いま

す。

土居委員 ここでは大まかな質問を一つだけさ

せていただきます。

予算概要の１１９ページ、精神保健医療対策

事業についてですが、精神障害者支援地域協議

会、この内容についてお伺いするのと、精神障

がい者の地域生活、これ、実現していこうと思

えば民間病院のドクターの皆さん、理事長の皆

さん、そういった方々の理解が不可欠でありま

すが、審議会や連絡会議など、さまざまな機会

で先生と行政が一緒になって、その方向に向か

って協議をしているのかどうか、これについて

お伺いをします。

髙橋障害福祉課長 精神障害者支援地域協議会
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につきまして、お答えをいたします。

この協議会は、今国会に提出される予定の精

神保健福祉法の改正内容の一部でございます。

これは、昨年度発生いたしました、神奈川県相

模原市の障害者支援施設における事件を受けま

して、措置入院者が退院後に継続的に医療、保

健、福祉の支援を確実に受けられることを目的

に設置するものでございまして、支援体制に関

して、関係機関等と協議をするとともに、退院

後支援計画の作成や実施に係る連絡調整を行う

ものでございます。

医療機関との連携の現状といたしまして、現

在、措置入院者への退院後支援につきましては、

県内各保健所で個別ケース会議の開催や家庭訪

問等の保健指導を通じまして実施をしていると

ころでございます。その実施の際には、医療機

関の主治医等のスタッフとの連携を緊密にして

おるところでございます。

来年度からの、この精神障害者支援地域協議

会につきましては、精神医療関係者の参画はも

とより、退院後支援計画の作成に当たり、医療

機関の主治医からの意見をもらう機会を確保す

る予定でございまして、医療機関と行政等の関

係機関が、これまで以上に連携をして、精神障

がい者が円滑に地域移行できるような支援を行

っていくこととしております。以上でございま

す。

土居委員 三、四年前ですか、県の地域定着事

業、ちょっと係らせていただいたんですけども、

研修所に行くと県の保健師の皆さんと、病院か

ら看護師さん、ＰＳＷ、ＰＴ、ＯＴの皆さんが

来て、いかに退院させていくかという話を一生

懸命してました。それもとても重要ですが、や

はりドクターの考え方もとても重要ですので、

そこにどのようにして働きかけていくか。緊密

に連絡とって、より連携高めるということなん

ですけども、実は、先月、自民党の調査会で愛

媛県八幡浜のくじら病院という精神科病院に行

ってきました。精神科病床の削減と地域移行に

ついて学んできたんですけども、このくじら病

院、かつては２７９床だった、２７９です。こ

れを平成２７年に１８０から１３９へ、２８年

に１３９から９９へ、そして、地域高機能強化

病床の施設基準とって、６０床までしたと。こ

の６０床はかなり重症な方のためにとっといて、

外来中心に変えたと。病院は医療を施し、地域

に返すんだというところで徹底してやってまし

た。余ったベッドや空き部屋はどうするのかと

いうと、介護医療院に変えていくと。それを法

人だけではなくて、行政の皆さんと一緒になっ

て策を練って実施をしていたという事例、学ん

できました。県も積極的に法人の皆さんと一緒

になってこういう方向に導いていただければな

と思ってますので、そう要望しまして質疑を終

わります。

衛藤委員 概要の５０ページ、周産期医療体制

推進事業についてです。

これ、ここに書いている産科だけではなくて、

小児科や救急医療にも共通することなんですけ

ども、昨年の予特で藤田委員のほうから医師の

確保対策について質問がありました。その中の

答弁では、地域の中核的な病院を優先してやる

というような御答弁がございました。私は地域

の中核的な病院に対する医師確保の対策も必要

なんですけども、それと同様に、地域の個人病

院、小規模な病院やクリニックに対する医師確

保対策も大変必要だと思ってます。こういった

小規模病院やクリニックへの医師確保の対応は

どのように考えてらっしゃるんでしょうか。

そして、地域のクリニックの最大の問題点は、

今、特に産科、そして小児科で顕著なんですけ

ども、高齢化と後継者不足に悩まされてるとこ

です。業務がハードなゆえに、地域の病院の、

これは年代別の分布図をつくればすぐ分かると

思うんです。医師会さんなんかもデータ持って

らっしゃるんで、そこに協力を仰いで、分布を

つくれば、この地域医療の１０年後の姿という

のが簡単に見えてきます。こういった分析をさ

れているのかどうか、そして、されていない場

合は、今後されるつもりがあるのかどうかとい

うことを教えてください。

そして、次に、５１ページ、みんなで進める

健康づくり事業費おおいた歩得についてです。

ここの主なターゲットを２０代から４０代の
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働き盛りの世代、私、今、３８なんですね。こ

の県議会では数少ないこの世代のど真ん中でご

ざいます。正直言って、ここの、また健康無関

心層ということで、職業柄大変不健康な生活を

送っておりまして、このまさに対象にぴったり

当てはまるというように自負をしております。

今、試験的に運用してて、約１万人登録者数が

いるという話ですけども、この世代の登録数と

いうのがどれぐらいあるのか。そして、３万人

を全体として目指すというお話ですけども、こ

れを１年かけて、どれぐらい、この世代の中を

どれぐらい増やしていくおつもりなのかという

ことを教えていただきたいと思います。

さきほど３万人というお話が出ましたけども、

大分県民、約１１０万おります。その中で３万

人って、正直言って焼け石に水の規模じゃない

のかなというような心配をしているところでご

ざいます。

もう一つ実際に私自身も登録してやってみた

んですけど、ある程度ポイントがたまって、ク

ーポンがもらえるようになりました。委員会で

もちょっとお話ししたんですけど、クーポンが

正直言って我々の世代、私のような人間には余

り魅力的なものがなかったんで、この点につい

ても、ぜひ改善をしていただきたいと思います

し、ここの世代に、どうやったら魅力を感じる

ような、クーポンのポイントを見てから、ちょ

っと歩得を開く回数が正直減ったように感じて

おります。今後どのように改善していくか教え

てください。

そして、最後に９３ページ、これ、ひとり親

家庭の全事業に共通するんですけども、母子父

子寡婦福祉基金等、ひとり親家庭への支援とい

うのはいくつかあると思うんですけども、この

支援自体の存在と制度の周知が、対象になるひ

とり親家庭の方々にどのようにして知らされて

いるのか、生活保護の受給対象なんかを考える

と、非常にこれ、大切なところだというように

思っています。ひとり親家庭が生活保護の受給

対象に陥りやすいというところがあるんで、こ

こに対する周知とケアが一番大事と思うんです

けども、それをどのようにやっているのかを教

えてください。以上です。

廣瀬福祉保健部参事監兼医療政策課長 衛藤委

員から、周産期医療などを含めました地域医療

の体制づくりというか、そういったことについ

て全体的な質問いただきました。

診療所や小規模病院は、地域の医療を支えま

す大切な役割を担っていただいていると考えて

おります。地域医療を支えるには、そうした診

療所と地域の中核病院との連携によりまして、

二次医療体制をしっかり構築することが必要と

考えております。そうしたことから、僻地医療

を支えます自治卒の医師や地域枠医師の養成を

行っているところです。例えば地域枠では、来

年度は新たに臼杵市医師会立コスモス病院や津

久見中央病院、宇佐高田医師会病院など、地域

の二次医療を支える病院への配置を行うことと

いたしました。

地域の診療所数は平成１９年が９７３、平成

２８年が９６４と９施設、率にしまして０．９

％減少しています。また、医師の年齢層はここ

１０年で、３０代から４０代の働き盛りの先生

が減少しまして、５０代から６０代が増加して

います。医師会等の関係者の方々からも医師の

高齢化や後継者不足が心配だと聞いておりまし

て、今後１０年先の地域の医療体制の維持が確

かに懸念されているところです。

そこで、後継ぎとなる医師を呼び戻したり、

即戦力となる医師を一人でも多く確保するため

に、県医師会や大学の協力を得ながら、医師の

ＵＩＪターンをｶｲｼｭﾂするとともに、ドクター

バンクの登録、マッチングによりまして、地域

の民間医療機関も含めた医師確保を図っている

ところです。さらには、民間医療機関と自治卒

医師との交流会も開催を始めまして、義務明け

後の就職先の選択肢の一つとして考えてもらえ

るように、先を見据えた取組も開始していると

ころです。

議員御指摘のように、地域の開業医の高齢化

や後継者不足への対策は大変重要だと私も認識

しておりまして、実態把握等について、県医師

会と現在話を始めているところでございます。

以上でございます。
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藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

健康アプリ歩得のダウンロードの状況について、

少し詳しく説明させていただきます。

２月末の試行期間の終わりの時点で、ダウン

ロード件数は１万１３４件でした。この１万１，

０３４件の内訳で最も多かったのは４０代で２

３．３％、次いで５０代の２０．９％、ターゲ

ットである若い世代の３０代は、１６．７、２

０代が１２．７％でした。特にこの２０代の男

性は実数で４４１人ということで、かなり期待

したよりも少ないダウンロード数になっており

ます。これから１年間で、さらに新規に、合計

３万を目指しますが、その際には、この２０代、

現在１２．７％ですが、この内訳をやっぱり２

０％をまず目標にして、若い世代を中心に増や

していきたいと考えております。

そこで、二つ目の質問のいかに若い世代にと

って魅力ある仕組みにするかということです。

委員御指摘のように、３千ポイントたまるとス

マホにカードが表示されますが、このカードを

提示することで、サービスを受けられる協力店

舗が現在２３０店舗です。特に人口の多い大分

市に協力店舗が少ないというのがネックであり

まして、今、市町村と協力しながら、この店舗

開拓に取り組んでいるところであります。若い

人たちにとって、こうした魅力あるサービスを

提供できる店が増えることに加えて、昨年１２

月に、５日続けて５千歩歩くとコンビニでポカ

リスエットゼリーが無料でもらえるというミッ

ションをやったんですが、これ、大変好評でし

た。来年度は、これを３回実施する予定にして

おります。

また、今回はノーマルとシルバーという２種

類でしたけども、来年度４月からはポイントに

より、さらにゴールド、プラチナというふうに

獲得できるカードの種類が４段階に増えます。

特にシルバー以上のポイントカードを獲得しま

すと、その都度、豪華商品が当たる抽せんに応

募できます。ちなみにプラチナカードに達しま

すと、レゾネイトクラブくじゅうの宿泊券が当

たるというような状況で、そういうお楽しみも

年に２回抽せん会を開催するようにしています。

こうした特典の魅力をアップするだけじゃな

くて、健康経営事業所において、グループ登録

機能をフルに活用していただいて、職場でたま

ったポイントを競い合いながら、この職場のコ

ミュニケーションが活性化につながる、こうし

た楽しみ方もぜひ伝えていきたいと考えており

ます。

大戸こども・家庭支援課長 ひとり親家庭への

支援制度の・・・や制度の周知ということで御

質疑をいただきました。

これまでの周知の方法でございますが、ひと

り親家庭医療費助成をはじめとする支援制度や

相談について、県のホームページに掲載をする

ほか、県母子父子寡婦福祉連合会を通じまして、

会員への周知などを行っているところでござい

ます。

さらに、就労や子育て、経済的支援など、各

分野におけるさまざまな制度や相談窓口を掲載

したハンドブックを、平成２８年４月に作成し、

市町村関係機関に配布し周知を依頼するなど、

制度の広報に努めているところでございます。

さらに、市町村では、児童扶養手当受給者、

これ、県内大体１万１千人いらっしゃるんです

が、毎年児童扶養手当の現況届の提出をいただ

いております。その届け出時の面談時において、

母子父子自立相談員等が直接生活相談などを行

うとともに、必要な制度を御説明しているとい

う状況でございます。

しかし、制度や支援策を知らないという人も、

声も聞くことから、今後、より分かりやすいホ

ームページの工夫をしたり、相談窓口における

丁寧な説明など、一人一人に支援が届くように

努めてまいりたいと思います。以上でございま

す。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

すみません、さきほど私、答弁の中で、試験運

用期間中のダウンロード数を１万１，０３４と

申し上げたようですが、すみません、正しくは

１万１３４です。訂正させていただきます。す

みません。

衛藤委員 ひとり親家庭への支援なんですけど

も、今の対策がホームページであったりとか、
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相談窓口の設置だったり、基本的にこちらから

待ってる側になるんで、ここに対しては積極的

に、ぜひアウトリーチでの支援の提供も考えて

いっていただければというように要望して終わ

ります。ありがとうございます。

玉田委員 よろしくお願いします。予算概要６

８ページの介護保険給付費県負担金に関連して

お尋ねします。

ここに１６１億５，９００万ほど計上されて

おりますけども、まず来年度、大分県全体の介

護保険がどういう形で運営されるか、財政のお

話なんですけれども、居宅施設等給付総額、そ

れから地域支援事業費の総額についてお示しく

ださい。

それから、今度は負担する財源のほうで国、

それから第１号、第２号被保険者の負担額、こ

こはちょっと通告は抜けてますけど、市町村の

負担額もあわせてお願いしたいというふうに思

います。

それからもう一つ、今度また新しい計画期間

が始まると思いますので、前計画期間から次、

来年度から始まるのが大体介護給付費として大

体どれぐらい伸びてるか、それについてお示し

ください。よろしくお願いします。

清末高齢者福祉課長 介護保険給付費県負担金

のことについてお尋ねがありました。

居宅施設などの給付総額は１，０５３億７０

０万円、地域支援事業費の総額は７１億３，９

００万円、合計１，１２４億４，６００万円と

なっております。その負担割合なんですけど、

このうち国の負担額は２６６億４，９００万円、

１号被保険者２５８億６，２００万円、２号被

保険者の負担額は２９７億２，５００万円、市

町村負担額１４０億５，１００万円となってお

ります。

それと、今申し上げました居宅施設給付費の

総額、地域支援事業の総額、両方足した額の前

計画から今度、来年４月から始まる第７期の計

画のことなんですけど、第６期の計画における

３か年の総額は３，３５４億６，１００万円、

第７期における３か年の総額は３，５６７億７，

６００万円で、２１３億１，５００万円の増額

となっております。伸び率は６．３５％となっ

ています。以上でございます。

玉田委員 ありがとうございます。

以前、たしか県の市町村市長会か何か、介護

保険の財源のその一体化ということでお話があ

ったことがあると思うんですけれども、今回こ

の介護保険事業計画の積み上げの中で、市町村

財政、それからもちろん県の財政についても財

政の負担というのは厳しいと思うんですけれど

も、市町村側からの意見とか、その辺について

はどういうお話があったか、あれば教えていた

だきたいということと、それから財政安定化基

金について、繰り入れを予定している市町村が

あるかないか、あわせて今、移動手段の確保だ

とか、買い物難民とか、地域支援の分野は随分

とそこでの財政負担は厳しくて、介護保険でど

うにかならないかという議論も始まっているや

に聞いておりますけれども、次期の保険の計画

の中で、横出しとか上乗せサービスを予定して

いる市町村があるかないか、それについて教え

てください。

清末高齢者福祉課長 今回の計画を策定する中

で、市町村からの要望というものは特段ありま

せんでした。どちらかというと今度、介護保険

法の強化法案の中で、国のほうが市町村に対し

て自立支援、重症化防止をちゃんとやっている

ことに対するインセンティブが導入されて、そ

れに対するいろいろ支援、ちゃんと指導してね

というようなことはあっております。

それと今、安定化基金からの繰り入れを予定

しているところでは一応ございません。それと、

上乗せとか横出し、確かに地域支援事業の中の

生活支援のところは立ち上げについては各市町

村さん苦労しておりまして、私どもは先進事例

をできる限り横展開しようというところで紹介

しているところでございます。上乗せサービス、

横出しサービスというところは、今のところま

だ新しい話は聞いておりません。

玉田委員 ありがとうございます。ぜひ主体が

市町村ですので、県としてサポートして、より

よい運営をお願いしたいと思います。

あわせて一つ意見というか、要望ですけれど
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も、介護保険の事業計画でずっと積み上げる中

で、例えば施設数だとか、それから居宅のその

基準だとか、人員配置基準が大体決まってます

ので、今言われている介護の人材不足等につい

ても、ある意味ではこの３か年、見通せるとこ

ろもあるんじゃないかなというふうに思ってい

ます。

そういう中で、１５ページにあります、これ

は高齢者福祉課の担当ではないかもしれません

けど、福祉介護人材確保対策事業、社協のほう

に委託して行うようでありますけれども、ぜひ

地域の濃淡、それから介護人材の養成の人数も

含めて、よくよく社協のほうと詰めて進めてい

ただきたいというふうに思います。以上です。

衞藤委員長 いいですか。

玉田委員 はい。

馬場委員 よろしくお願いいたします。２点質

問したいというふうに思います。

１点目は、７８ページの保育の質向上事業費

についてということで、保育士のキャリアアッ

プ研修の実施時期、それから回数、それから場

所についてということと、それからこのキャリ

アアップ研修を終えた後、処遇改善の支援とい

うことで、その処遇改善がどのようになされる

のかっていうところが一つと、それから二つ目

は、９２ページの子ども居場所づくり推進事業

費についてということで、子ども食堂を開設を

して、そしてその前後に子どもたちが遊んだり、

それから宿題をしたりとかいうような子ども食

堂が開設されている、福祉施設がしているとこ

ろもあるでしょうし、それ以外のところもあろ

うかというふうに思いますが、現在の県内での

子ども食堂の開設状況、それから来年度、新規

開設予定がどのようになっているのか、それか

らその開設する市町村に補助をということで、

その補助の内容をどのようになっているのかお

尋ねをいたします。

二日市こども未来課長 私から、保育の質向上

事業について御質問いただいた件に関して御回

答申し上げます。

保育士等キャリアアップ研修は、保育現場に

おけるリーダー的職員の育成を図る研修として

平成２９年度に厚生労働省がガイドラインを定

め、各都道府県で実施体制を整備しているもの

で、技能、経験を積んだ職員の処遇改善のため

の加算の要件となっております。研修科目は、

乳児保育やマネジメントなど８分野についてそ

れぞれ１５時間と定められておりまして、３０

年度は県が実施する研修と、県が補助して他団

体が実施するものがございます。

まず、県が実施する研修は乳児保育やマネジ

メントなど延べ５分野につきまして６月から７

月にかけて、それから１０月から１１月にかけ

て計３００人の定員で行う予定でございます。

別府大学短期大学部に本年度に引き続き委託し

て、会場も別府大学を使用させていただく予定

でございます。

他団体が行う研修の一つは、大分市が主催す

るものでございまして、７分野につきまして６

月から１２月にかけて計４２０人の定員で大分

市内で実施予定、もう一つは大分県保育連合会

が行う研修で、延べ４分野を計６００人の定員

で大分市内で実施する予定でございます。

それから、処遇改善の内容についてでござい

ます。２９年度に市町村が保育所等に支払う施

設型給付の新たな加算として制度化されたもの

でございまして、この処遇改善には二つの段階

がございます。一つは経験年数がおおむね７年

以上の副主任保育士や専門リーダーと呼ばれる

保育士等に対して月額４万円の賃金改善を行う

もので、園長や主任保育士等を除いた職員数の

おおむね３分の１が対象となります。要件とし

て、さきほど申し上げましたキャリアアップ研

修のうち４分野以上の研修受講が求められてお

ります。

もう一つは、経験年数がおおむね３年以上の

職務分野別リーダーと呼ばれる保育士等に対し

て、月額５千円の賃金改善を行うもので、園長、

主任保育士等を除いた職員数のおおむね５分の

１が対象となり、要件としてキャリアアップ研

修のうち担当する分野の受講が求められており

ます。

月額４万円の配分につきましては、各施設の

判断で技能、経験を有するその他の職員にも配
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分が可能となっておりまして、その場合は４万

円の改善を行う職員を対象者数の２分の１以上

を確保した上で、残りの配分額をその他の職員

に月額５千円以上４万円未満の範囲で配分する

ことができるとなっております。

これらの加算額を賃金改善に確実に充てるた

め、各施設は賃金改善計画等を添えた申請書を

作成し、市町村を通じて県に提出し、県の認定

を受ける必要があります。また、翌年度に実績

報告書を市町村に提出しなければならないとさ

れております。２９年度の認定状況を見ますと、

県内３１１施設のうち約８５％に当たる２６３

施設がこの処遇改善を実施するとしております。

また、この処遇改善は、さきほど申し上げま

したキャリアアップ研修の受講を要件としてお

りまして、保育士のキャリアアップパスの仕組

みを構築するという目的がございます。この研

修を実は対象が７千講座以上しないといけない

んですけれども、この研修をいつまでやればい

いかということにつきまして、さきごろ３月７

日付の内閣府等３府省から事務連絡によりまし

て、今年度を含めて５年間はその賃金改善に研

修を受講してるかどうかを義務づけしないと、

その先６年目以上は一応、条件づけする予定で

あるという通知がなされております。以上でご

ざいます。

衞藤委員長 執行部にお願いします。答弁は簡

潔にお願いいたします。

大戸こども・家庭支援課長 子どもの居場所づ

くり推進事業について御質疑をいただきました。

まず、県内の子ども食堂の開設状況でござい

ます。この取組は２７年度から始まり、現在３

２か所の子ども食堂が開設されているところで

ございます。ＮＰＯ法人や社会福祉法人、個人

や企業など、さまざまな設置主体が地域の生産

者やフードバンク、またボランティアの協力を

得て運営をされているところでございます。参

加対象者や食事料金、あるいは開催日等運営内

容はさまざまでございますけれども、学習支援

や料理教室、読み聞かせなど独自の取組を実施

しているところも多いところでございます。

次に、新規開設の予定でございます。平成３

０年度に杵築市と豊後大野市において新たに１

か所ずつ開設される予定でございます。さらに

別府市、佐伯市、日出町においても新たな開設

に向けた検討が行われているというふうに聞い

ております。

最後に、補助の内容ですが、補助対象は食事

の提供に加えまして、学習支援等に取り組む子

どもの居場所を運営する取組に対してでござい

ます。実施主体は市町村で、県の補助率は２分

の１となり、具体的には子どもの居場所を新規

に開設する場合、必要なテーブルや調理器具等

の整備に要する経費について２０万円を上限に

補助するものです。

また、既存の子ども食堂が食事の提供に加え

て新たに学習支援等に取り組むなど、機能を充

実させるに当たって必要な学習教材等の経費に

ついて１０万円を上限に補助するものでござい

ます。以上でございます。

馬場委員 大変ありがとうございました。

要望になるんですけども、保育の質向上のキ

ャリアアップ研修で、大分市と、それから別府

大学で行われているっていうことなんですけど

も、ぜひ中津市ももし開催できれば、ここに行

くっていうのがなかなか難しい状況もあります

ので、その辺の検討もお願いできたらなってい

うふうに思っております。

それから、子どもの居場所づくりの中で、補

助の内容で、既存の子ども食堂に、私も少しだ

けボランティアで行ったりするんですけども、

その食事の提供の部分の補助というのはなかな

かできにくいのかなっていうふうに思うんです

けども、その辺の補助内容については、補助を

するっていうことはできないんでしょうか。

大戸こども・家庭支援課長 子ども食堂の食事

に対する補助でございますけれども、今回の事

業では対象としておりません。

一つには、それぞれやはり料金を取ったり、

また実費として低額で徴収したりというところ

もあるというところもありますし、結構生産者

の方とか、民間企業の方の御理解をいただいて

いるというふうなお話も聞いていることから、

今回の事業では対象としないところでございま
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す。以上でございます。

木田委員 ありがとうございます。もういくつ

か出ておりますけども、予算概要５１ページの

おおいた健康ポイントの推進についてというこ

とで、歩得の試験運用の状況ですが、さきほど

年代別の登録割合、教えていただきましたけど

も、２０から５０は分かりましたが、６０代以

降の登録割合が分かれば教えていただきたいと。

そして、ポイントカードですね、取得状況で

すね、ノーマルとシルバーまで行かれた方が何

人ということを教えていただきたいと。

さきほどミッションの達成状況でゼリーがい

ただけるということで、条件に当てはまる方で、

その特典を利用された方がどのくらいいらっし

ゃるのかということも御教示いただきたいと思

います。

そして、新年度、さきほどプラチナカードま

で機能が追加されるということをお伺いいたし

まして、そのほかに何か機能が追加されるとか

いうものがあれば教えていただきたいと思いま

す。そして、レゾネイトの宿泊券も当たるとい

うことをお伺いしましたけども、ポイントがた

まるチャンネルというか、例えばトリニータの

試合を見に行ったらポイントがたまるとか、そ

のような予定があるのかどうか、その辺を教え

てください。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

ではまず、試験運用期間中のダウンロード者１

万１３４人の内訳ですが、６０歳以上が１２．

１％、意外と高齢者もスマホをお使いで、本当

に積極的に御活用いただいております。カード

の取得状況ですけども、３千ポイントで取得で

きますノーマルカードが２，１１８人、それか

ら６千ポイントで取得できるシルバーカードが

４８３人という状況でした。特典の利用状況で

すが、さきほどのポカリスエットゼリーは千を

目標にしているのですが、実際にその特典を受

領された方が８４５人という状況でした。

それから、なおシルバーカードを取得します

と、今年度は県産豚米の恵みなど、抽せんで当

たるわけですが、これらの商品を受領された方

が３０人という状況です。また、この試験運用

期間中に４５のイベントがこのポイント取得の

対象になりまして、３，１６９人が参加してい

ただきました。主なイベントとしては、大分市

で１月に開催されました宗麟大橋開通イベント

では１３７人が、それから２月に開催されまし

た城下町杵築散策イベントでは７８人が参加し

ていただき、ポイントをゲットしております。

来年度の取組ですけども、この４月からの本

格運用時に変更されるといいますか、充実され

る機能としては、これまで獲得ポイントに応じ

て県内をめぐるバーチャルウオーク、ポイント

がたまるごとにどんどん県内の観光スポットを

めぐるというのが１コースのみでしたが、４月

からは２コース追加して３コースの中から選択

できるようになります。より楽しめるようにな

るかと思います。

また、さきほど既に衛藤議員の質問に対する

答弁の中で御紹介いたしましたように、カード

がノーマル、シルバーに加えてゴールド、プラ

チナと４段階になり、その分、得られる特典も

大きくなるという楽しみを追加しています。予

定される特典としましては、今年度試行期間と

同様に、協力店舗でのサービス、ランクアップ

時の抽せんでの商品のゲット、そしてコンビニ

で無料で商品をもらえる企画ということを考え

ています。

こうしたポイントが取得できるイベントとし

ては、５月に開催されます世界温泉地サミット

や１０月からの国民文化祭・おおいた２０１８

など、県が主催する事業を設定するだけでなく、

４月からは６市町村から１８市町村に実施市町

村が増えますので、この全ての市町村における

観光イベントやウオーキングイベントもポイン

トの取得の対象になりますので、利用者にとっ

てはよりポイントがためやすい状況になると考

えています。

木田委員 どうも大変充実した内容になって、

私も一般質問で取り上げながら、シルバーまで

行かなくて申し訳なく思っておりますが、新年

度は頑張っていきたいと思います。

さきほどのやっぱりシルバーの４８０人とい

うのはかなりなかなか難しかったんだろうなと
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思います。それで、３０ならあれですね、結構

な割合で当たってるんだなっていうふうに感じ

ました。そして、ポイントをためるチャンネル

を増やすというのが、やはり利用者増にはいい

と思いますし、個人の特典といったものがある

と思うんですけども、例えば各保険組合ですね、

会社の保険組合もあるし、あと公務員共済もあ

りますけども、そこは大体現役世代が加入して

いる保険ですわね。協会けんぽと国保をどうす

るかっていうのは難しいと思いますけども、そ

ういう保険組合にメリット、インセンティブを

与えて登録してもらえば１０万ダウンロードぐ

らいいくんじゃないかというふうに思うんです

けども、いかがでしょうか。

藤内福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長

御質問ありがとうございます。

事業者における利用者の魅力をアップさせる

というのは大変重要だと思っています。そこで、

来年度はそれぞれ職場でグループをつくってい

る方々が、例えば一定期間の間にどれくらい歩

いてポイントがたまったかで競い、その上位の

グループに商品を提供するといった、実はこれ

までも「歩いて健康Ｎｏ．１決定戦」っていう、

そういう職場ぐるみでどれくらい歩くかという

のを活動量計っていいますか、万歩計を使った

ベースでやっていましたが、それを今年度から

はこの歩得を活用して、同じように職場ごとに

グループをつくって、そうやってポイントを競

うというような形で、その職場でこの歩得を活

用していただくインセンティブといいますか、

そういうのも出していきたいなというふうに考

えております。

衞藤委員長 以上で事前通告者の質疑を終了い

たしました。

ほかに御質疑のある方は挙手を願います。ほ

かに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって福祉保健部関係予算に対する質疑

を終わります。いいですか。

―――――→…←―――――

衞藤委員長 以上で本日の審査日程は終わりま

した。

次会は、１９日午前１０時から当議場で開き

ます。

これをもって、本日の委員会を終わります。


